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序     文 
 

メキシコ合衆国における国内総生産（GDP）成長率は、2004 年 4.1％、2005 年 3.0％、2006 年 4.7％

と好調に推移しており、政府の規律ある財政運営及び慎重な金融政策等の結果、インフレ率、カン

トリーリスクは史上最低水準にあり、外貨準備高も約 700 億米ドルと史上最高水準で推移していま

す。カルデロン大統領は、「近代的かつ競争力のある経済の強化及び雇用の創出」を「治安」、「貧

困撲滅」と並ぶ新政権の最優先課題としてあげており、また、フォックス前政権の路線を踏襲し、

市場原理の尊重、世界市場を視野に入れた「競争力強化」につながる政策を取り入れる姿勢をみせ

ています。 

メキシコ合衆国の中小企業は全企業数の98％を占め、雇用の創出、持続的な経済成長を実現する

ためには中小企業の育成が非常に重要であります。カルデロン政権においてもフォックス前政権時

に設置された経済省の中小企業次官局を中心として、中小企業向けの金融政策、企業家の人材育成、

技術開発、質の高い労働者の育成のための職業技術教育等に関する事業を地方政府へ権限委譲する

ことを推進しており、政府として中小企業振興に係る取り組みを進めています。 

独立行政法人国際協力機構（JICA）はメキシコ合衆国に対して、「中小企業コンサルタント養成・

認定制度調査」を 2001 年 2 月から 2002 年 3 月まで、また、同フォローアップ調査を 2002 年 7 月

から 2003 年 2 月まで実施し、経済の自由化、市場の開放政策により激しい国際競争にさらされて

いるメキシコ合衆国中小企業の経営・技術レベルを向上するため、中小企業に適切かつ効果的な診

断・指導を提供するコンサルタントの養成・認定制度計画を提言しました。さらに、メキシコ合衆

国政府は 2004 年 8 月には中小企業支援者、中小企業経営者等を主な対象とした人材の能力強化を

目的とした「中小企業大学校制度」の導入及び実施に係る開発調査をわが国に要請し、これに対し

て JICA は 2004 年 11 月から 12 月にかけて予備調査を実施した結果、先行する JICA 開発調査「中

小企業コンサルタント養成・認定制度調査」にて提言された「中小企業コンサルタント養成・認定

制度」の公示をメキシコ合衆国側が行うことを本件実施の前提条件としました。 

かかる状況下、メキシコ合衆国政府は、2006 年 10 月に中小企業コンサルタントに係る官報公示

を発効したことから、今般、事前調査を実施し、想定される本格調査の実施体制、範囲、内容、ス

ケジュール等について協議を行ったうえで、合意した結果を実施細則（Scope of Works:S/W）に取

りまとめ、署名・交換を行いました。 

本報告書は、同調査団の調査結果をまとめたものです。 

ここに本調査団の派遣に関し、ご協力いただいた日本・メキシコ両国の関係各位に対し、深甚な

る謝意を表するとともに、あわせて今後のご支援をお願いする次第です。 

 

平成 20 年 3 月 

 

独立行政法人国際協力機構 

経済開発部長 新井 博之 









略 語 表 

略号 正式名称 和訳名称 

BIECL 
Base de Instrumentos de Evaluaciòn de 
Competencia Laboral 

職業能力評価機能ベース 

BNNTCL 
Base Nacional de Normas Tècnicas de 
Competencìa Laboral 

全国職業能力基準ベース 

CANACINTRA 
Càmara Nacional de la Industria de 
Transformaciòn 

全国製造業会議所 

CE Centro de Evaluaciòn  評価センター 

CEA-UTH 

Centro de Evaluaciòn Acreditado en 
Competencia Laborales de la Univasidad 
Tecnologia de Hermolsillo 
(Nezahualcòyotl) 

ネザフアルコジョトゥル工科大学職業能力
認証評価センター 

COMPITE 
Comitè Nacional de Productividad e 
Innovaciòn Tecnologìa, A. C. 

生産性技術革新全国審議会 

CONACYT 
Consejo Naciònal de Ciencia y 
Tecnologìa 

全国科学技術審議会 

CONOCER 
Consejo Naciònal de Normalizaciòn y de 
Certificacion de Competencìas 
Laborales 

全国職業能力標準化認定審議会 

EI Evaluador Independiente 独立評価者 

Fondo PyME 
Fondo PYME (Fondo de apoyo para la 
micro, pequeña y mediana empresa) 

中小企業基金 

IECL 
Instrumento(s) de Evaluaciòn de 
Competencia Laboral 

職業能力評価機能 

INCUBASK Centro de Incubacipòn de Empresas 起業家インキュベーターセンター 

ITESM 
Instituto Tecnologìa de Estudios 
Superiores de  Monterrey 

モンテレイ工科大学 

ITSM 
Instituto Tecnologìa de Estudios 
Superiores de  Monclova 

モンクロバ工科大学 

NTCL 
Norma(s) Tècnica(s) de Competencìa 
Laborales 

職業能力技術基準 

OC Organismo Certificador 認証機関 

PYME Micro, Pequeña y Mediana empresa 中小零細企業 

SACSA 
Servicio de Apoyo Corporativo, S.A. de 
C.V. 

協同援助サービス（経営コンサルタント企
業） 

SCCL 
Sistema de Certificaciòn de 
Competencia Laborales 

職業能力証明システム 

SE Secretarìa de Economìa 経済省 

SECOFI（注）
Secretarìa de Economico de Fomento 
Industria 

商工振興省（経済省の前身、現在存在せず）

SECTUR Secretarìa de Turismo 観光省 

SEP Secretarìa Educaciòn Pùblica 公共教育省 

SNCL 
Sistema Normalizado de Competencìa 
Laborales 

職業能力基準システム 

SRE Secretarìa de Relaciones Exteriores 外務省 

THG Talento Humano Global グローバル人材能力（経営コンサルタント）

 

（注）SECOFI（商工振興省）は PRI 党の最後の大統領セディージョ時代までの名称、その後経済省に改

称。 
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第１章 事前調査の概要 
 

１－１ 調査の背景 

メキシコ合衆国（以下、「メキシコ」と記す）における国内総生産（GDP）成長率は、2004 年

4.1％、2005 年 3.0％、2006 年 4.7％と好調に推移しており、政府の規律ある財政運営及び慎重な

金融政策等の結果、インフレ率、カントリーリスクは史上最低水準にあり、外貨準備高も約 700

億米ドルと史上最高水準で推移している。カルデロン大統領は、「近代的かつ競争力のある経済の

強化及び雇用の創出」を、「治安」や「貧困撲滅」と並ぶ新政権の最優先課題として掲げている。

また、フォックス前政権の路線を踏襲し、市場原理の尊重、世界市場を視野に入れた「競争力強

化」につながる政策を取り入れる姿勢をみせている。メキシコの中小零細企業は全企業数の 98％

を占め、雇用の創出、持続的な経済成長を実現するためには中小企業の育成が非常に重要である。

カルデロン政権においてもフォックス前政権時に設置された経済省の中小企業次官局を中心とし

て、中小企業向けの金融政策、企業家の人材育成、技術開発、質の高い労働者の育成のための職

業技術教育等に関する事業を地方政府へ権限委譲することを推進しており、政府として中小企業

振興に係る取り組みを進めている。 

独立行政法人国際協力機構（JICA）は、メキシコに対して「中小企業コンサルタント養成・認

定制度調査」を 2001 年 2 月から 2002 年 3 月まで実施し、また、同フォローアップ調査を 2002

年 7 月から 2003 年 2 月まで実施し、経済の自由化、市場の開放政策により激しい国際競争にさら

されているメキシコ中小企業の経営・技術レベルを向上するため、中小企業に適切かつ効果的な

診断・指導を提供するコンサルタントの養成・認定制度計画を提言した。また、メキシコ政府は

2004 年 8 月には中小企業支援者、中小企業経営者等を主な対象とした人材の能力強化を目的とし

た「中小企業大学校制度」の導入及び実施に係る開発調査を我が国に要請し、これを受けて JICA

は 2004 年 11 月から 12 月にかけて予備調査を実施した結果、前回の JICA 開発調査にて提言され

た「中小企業コンサルタント養成・認定制度」の公示をメキシコ側が行うことを前提条件に本新

規案件を実施することとした。これに対してメキシコ側は 2006 年 10 月に中小企業コンサルタン

トに係る官報公示を行ったことから、今般、本件の事前調査を実施するものである。 

 

１－２ 調査の目的 

本調査においては、メキシコにおける中小企業コンサルタント認定制度・人材養成制度の現状

を確認するとともに、メキシコ側より要望の出されている「中小企業人材養成計画調査」につい

て、先方関係機関との協議等を通じて、その背景及び具体的内容についてこれまでの確認事項を

アップデートし、想定される本格調査の実施体制、範囲、内容、スケジュール等について実施細

則〔S/W、（案）〕の内容の協議を行い、S/W の署名・交換を行う。 

 

１－３ 調査団員構成 

事前調査（その 1） 

担 当 氏 名 所 属 先 

総  括 榎下 信徹 JICA 専門技術嘱託 

調査企画 大塚 和哉 JICA 経済開発部中小企業チーム 
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事前調査（その 2） 

担 当 氏 名 所 属 先 

総  括 榎下 信徹 JICA 専門技術嘱託 

調査企画 大塚 和哉 JICA 経済開発部中小企業チーム 

中小企業人材養成 佐藤 和親 株式会社ケイディーテック技術顧問 

 

１－４ 調査期間 

事前調査（その 1） 

2007 年 7 月 18 日（水）～同 7 月 22 日（日） 

事前調査（その 2） 

2008 年 2 月 20 日（水）～同 3 月 8 日（土） 

 

１－５ 調査日程 

事前調査（その 1） 

日順 月日 曜 調査行程 

1 7/18 水 
移動（17:25 成田発→19:00 メキシコシティ着 JL062/5780） 

21:00 在メキシコ日本国大使館、JICA メキシコ事務所との協議 

2 7/19 木 

10:00～12:50 経済省との協議（外務省同席） 

13:20～15:20 全国職業能力標準化認定審議会（CONOCER）との協議（外務省

同席） 

3 7/20 金 

 9:00～10:30 全国製造業会議所（CANACINTRA）との協議 

11:50～12:50 関係者間合同会議（外務省、経済省、CONOCER、日本大使館、

JICA（メキシコ事務所、調査団）） 

17:20～18:20 サパタ経済省多国間・地域間交渉局長報告 

19:00～19:30 JICA 事務所報告 

4 7/21 土 資料整理 

5 7/22 日 
移動（14:00 メキシコシティ発→18:30 ボゴタ着 MX393） 

コロンビアにて別案件の調査を実施 

 

事前調査（その 2） 

調査行程 
日順 月日 曜 

官団員 コンサルタント 

1 2/20 水  

移動（17:20 成田発→ロサンゼルス経

由→18:55 メキシコシティ着）

JL062/MX901  

2 2/21 木  
10:30～11:30 JICA 事務所 

15:00～18:00 経済省訪問 
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3 2/22 金  
10:00～13:00 CONOCER 訪問 

16:00～18:00 CANACINTRA 訪問 

4 2/23 土  資料整理 

5 2/24 日  資料整理 

6 2/25 月  

10:00～13:00 起業家インキュベー

ターセンター（INCUBASK）訪問 

16:00～18:00 生産性技術革新全国

審議会（COMPITE）訪問 

7 2/26 火 

移動（17:20 成田発→ロサンゼルス経

由→18:55 メキシコシティ着）

JL062/MX901 

 9:00～18:00 経済省訪問 

8 2/27 水 

10:00～12:00 JICA 事務所協議 

12:30～13:30 在メキシコ日本国大使館表敬 

16:00～19:00 経済省協議 

20:00～21:00 JICA 事務所協議 

9 2/28 木 
10:00～11:00 外務省表敬（技術・科学協力局長） 

17:00～19:00 経済省表敬（人材育成・技術革新局長）、協議 

10 2/29 金 

10:00～12:30 S/W 協議（外務省、経済省） 

13:00～16:00 認定機関（Talento Humano Global）、評価機関（Nezahualcoyol

工科大学）訪問 

11 3/1 土 資料整理 

12 3/2 日 資料整理 

10:00～14:30 S/W、ミニッツ（M/M）

協議（経済省） 
11:00～13:00 CONOCER 訪問 

13 3/3 月 

17:30～19:00 アクセレレーター（VISIONARIA） 

10:00～12:30 S/W 協議（外務省、経

済省） 

 9:00～15:00 CANACINTRA コンサル

タント育成コース視察 

16:00～18:00 中小企業支援センター事業（MEXICO EMPRENDE）ヒアリング 
14 3/4 火 

19:00～20:00 CANACINTRA シニアボランティア訪問 

15 3/5 水 
10:00～18:00 S/W 協議（外務省、経

済省） 

12:00～15:00 CANACINTRA コンサル

タント育成コース視察 

16 3/6 木 
14:00～15:00 S/W、M/M 署名、懇親会 

17:30～18:30 JICA 事務所報告 

17 3/7 金 

移動（8:05 メキシコシティ発→ロサンゼルス経由→）MX900/JL061 

移動（12:10 メキシコシティ発→14:10 サンサルバドル着）MX289（榎下団長

のみ） 

18 3/8 土 16:40 成田着 
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第２章 メキシコ中小企業支援事業の概況 
 

２－１ 中小企業支援政策・施策 

現カルデロン政権は中小企業の育成が同国の産業、経済力強化につながるとの考えを有してお

り、メキシコ政府は数多くの支援事業を実施している。中小企業戦略の具体的な目標は、雇用の

質と量の拡大、優良企業の育成、起業家の育成による新企業の育成等であるが、その上位目標は

経済発展に伴う貧困の削減である。この目標を達成する戦略として、企業規模に応じて分類した

5 段階の企業群1 に対して 5 項目2の支援サービスを設定し、企業の振興を図ろうとしている。 

本戦略の実行機関である経済省は、中小企業支援の施策として、中小企業振興プログラム

（Emprende Mèxico）と称する事業を立ち上げており、本事業においては各地に設立される予定の

中小企業支援センター（Centros Mèxico Emprende）が、中小企業支援の具体的活動を実施するこ

ととしている。 

中小企業支援センターは、中小企業に対するワンストップサービスとしての役割を担うことを

想定し全国主要都市に設立され、州政府との協力のもと、中小企業支援計画を策定しており、一

部はすでに実行に移されている。中小企業振興プログラムにおいて育成された 100 人のコンサル

タントが本事業の推進者として各センターに配置される予定となっており、5 年間に 15 万社に対

する経営コンサルティングを行うことを数値目標に掲げている。なお、中小企業に対する資金援

助については、「メキシコ中小企業基金（Fondo PyME）のスキームを活用することとしており、同

基金の運用規則に従ってオペレーションフローを作成し、資金の有効活用を図っている。 

 

２－２ 中小企業支援実施体制、支援事業 

既述の中小企業政策の目標を達成するために、中小企業支援分野の主官庁である経済省は、以

下の実施体制にて中小企業支援を実施している。 

 

（１）中小企業支援センター（Centro Mèxico Emprènde） 

中小企業支援戦略を実現するために中小企業に対して、情報提供と経営支援を行うことを

目的に設立された。政府の中小企業支援戦略の要と認識されている。同センターの運営を円

滑に行うため、メキシコ政府は各国（米国、カナダ、チリ、スペイン、フランス、アイルラ

ンド等）が実施している中小企業支援プログラム、支援窓口の運営体制及び国内の州政府に

よる支援状況を調査し、その成功事例を取り入れながら、中小企業支援センターで採用する

モデルを設計することにより、全国規模で支援活動を基準化したうえで事業を開始している。

本事業の実施には認定を受けたコンサルタントが不可欠であり、現在 200 人が認定を受けて

活動している。 

 

（２）生産性に対する納入企業（大企業への）開発プログラム（Programa de Desarrollo de 

Proveedores. Articulo productivos） 

経済省は、中小零細企業を規模の大きな企業へ発展させる諸施策を実施しており、各大学

と提携し、中小企業が離陸期企業（Gacela）に至るまでの起業家支援を行っている。企業の

                             
1 大企業(Tractoras 牽引的企業）、離陸期企業(Gacelas）、中小企業、零細企業、起業家 
2 金融、経営指導、教育訓練、マーケティング、イノベーション 
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成長に応じてコンサルタントの役割は変化する。現在 Aceleradora 14 社が企業支援を実施し

ている。産業育成のテクノパークは現在 8 ヵ所ある。各パークのテーマは異なる。4 大学が

この事業に関連した支援を実施している。 

 

（３）中小企業に対する金融支援（Financiamiento a las PYMES, Extensionistas Financieros） 

市中銀行は業務処理コストが高い理由により中小企業には融資を行っていない。そのため、

政府による中小企業基金（Fondo PyME）が設立された。同基金は当初 1,000 万米ドルで開始

されたが、現在、8,250 万米ドルになっている。1995 年に発生した経済危機の際に中小企業

向けのクレジットが低迷し、経営計画もなく融資申請方法も知らない中小企業は資金難に陥

った。そこで、国家信用保証システム（Sistema Nacional de Fondos de Garantia）による

保証基金（Fondo de Garantia）が誕生した。同制度が運用されたことにより、銀行は零細企

業でも優良な企業はよい顧客であると認めるようになり、現在、銀行には中小零細企業のセ

クションが存在する。同制度では、融資のマネージメントをするコンサルタント

（Extensionista：普及員）を雇用し、貸付企業のカルテを作成している。各州と連邦政府は

この事業を支援しており、企業診断に 500 米ドル、フォローアップに 1,000 米ドル、クレジ

ットに 2,000～2,500 米ドルを支援している。企業診断から融資の可否、企業と共に銀行を選

定するなど、普及員の役割は多岐にわたる。現在 428 件の融資が実行されているが、その他、

起業家支援の資金的支援としてベンチャー用キャピタル（Capital Semilla）が 2005 年に発

足した。メキシコ政府は、この経験を活用し、今後も関係機関との連携とパートナーシップ

を促進して中小企業振興を図ろうとしている。この好例として Mi Tortilla の例があげられ

る。これは、財務コンサルタントがメキシコの伝統的食べ物であるトルティージャを製造す

る零細企業が銀行融資を受けられる体制を構築できるような指導を実施し、融資を実現させ

るものである。具体的には、企業内研修を実施して、融資を受けるためにはビジネスプラン

を作成する必要があることを教える。銀行の貸出期間は 3 年が限度であることなどを理解さ

せ、零細企業であってもビジネスの基本を守ることを徹底させる。この結果、零細企業に対

しての融資が実現している。この資金支援の活動では中小企業基金が重要な役割を担ってい

る。本基金は中小零細企業の振興の一助として、特に競争力強化に役立つ積極的な経営態度

をとる小規模企業を援助するために設立された。現在までに 567 のプロジェクトに融資を実

施し、その関連企業数は約 34 万 5,000 社となっている。同プロジェクトを進めるにあたり、

研修を担当するコンサルタントが 90 人存在し、リーン生産方式をはじめ、企業の競争力強化

のシステムを教えている。融資の審査は国、地方、州の各レベルで実施され、最終審査は審

議会を通す形式を採用している。この審議会のメンバーは経済省中小企業担当次官、関連す

る 3 部長、2 人の州代表で構成される。同委員会による融資スキームは以下の 3 つの特徴を

もつ。①融資申請を提出するための仲介、②プロジェクトは規模と種類に応じて 3 水準ある

こと、③州レベルでの承認の際に評価を実施することである。企業への貸し付けは審議の過

程で 100％補助金になる場合もある。しかし、一般的には融資金は返済しなければならない。

申請書の作成にはコンサルタントがかかわっている。コンサルタントには General（経営管

理）と Special（固有技術）の 2 タイプのコンサルタントが存在する。いずれのコンサルタ

ントも CANACINTRA が養成している。融資の地域分布はメキシコシティ、モンテレイ、レオン

などが多い。農村地区では社会的に貢献できる企業に資金を供給している。これらの業務に
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はコンサルタントの活動が不可欠である。今後は融資先の評価方法のシステム化が必要とな

るが、そのインパクト調査を大学に委託している。今後は、中小企業基金の申請に関するル

ールを確立し、資金の使途を定めた規則を作成する必要がある。本基金は、メキシコで唯一

の中小企業を支援するための基金であり、メキシコの中小零細企業を発展させる戦略を実現

する資金源とならなければならない。その意味でコンサルタントの役割は重要であり、その

窓口として、中小企業支援センターの設立を予定している。これにより融資企業へのフォロ

ーアップも強化されると期待される。 

 

（４）国家インキュベータープログラム（Programa Nacional de Incubadoras de Empresas） 

本プログラムはインキュベーター振興事業であり、国家企業家プログラム（Programa 

Nacional de Empredores）のなかの一プログラムであり、本インキュベータープログラムで

は、コンサルタントを通じて企業運営に関し 4 種類の支援を実施している。しかし、コンサ

ルタントの多くは大学の講師であり、Academic に偏る傾向があるため、彼らの指導では、経

営実務と乖離した方向に企業が進む危険がある。これを是正するため、コンサルタント制度

の確立が課題となっており、そのため経済省は職業能力の認定機関である CONOCER と連携す

る必要がある。 

 

（５）トレーニングとコンサルタント支援（Tecnologìa Empresarial y Aceleraciòn de Empresas. 

Especialistas en Tecnologia） 

中小零細企業支援では、すべての企業のレベルアップを目的にしている。経営層トップ向

けのトレーニングコースでは、100 以上ある中小企業基金の支援項目を徹底させて、適切な

資金利用方法を学ぶ等の実効性のある経営手法を教えている。中小企業基金は、全国レベル、

地方レベル及び州レベルで支援を実施しており、CANACINTRA はじめ、民間の研修機関に委託

し各地域レベルに合わせた研修を行っている。 

 

（６）Tractores（牽引企業；大企業）向け支援 

Tractores の企業群は離陸期企業（Gacela）の上位に位置する大企業グループで、メキシ

コ経済の牽引役を担っている。投資家を招待して納入業者との会議を開催することにより、

中小零細企業を引き込み、彼らの企業規模拡大をめざしている。 

 

（７）輸出促進支援 

経済省はメキシコ全 32 州において輸出振興のためのプロジェクトを実行している。同分

野の専門コンサルタントは存在しないが、国際機関やアジア太平洋経済協力会議（APEC）の

セミナーに出席する等、コンサルタントの開発を模索している。 

 

２－３ 中小企業コンサルタント養成事業 

メキシコにおいては、一般的に各省の所管事業をコンサルタントが実施する傾向がみられる。

観光省が観光関連のコンサルタントを、経済省が前記の中小企業支援センターに契約ベースのコ
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ンサルタントを確保しているのは、その例である。これらコンサルタントは、米国で MBA3の資格

を取得し、経験を積んだうえでコンサルタントとして活動している者もいるが、大多数はメキシ

コ国内のコンサルタント養成機関で研修を終了し、その後先輩コンサルタントの指導を受けて独

り立ちする者が大多数を占めている。メキシコの中小企業を指導するコンサルタントの質は千差

万別であり、政府機関と契約できる高度な知識と経験をもつコンサルタントから、コンサルタン

トとは名ばかりで、他人の資料を棒読みしただけで、コンサルタントらしき行為を行う者もいる。 

こうした状況のなかで、コンサルタント養成機関は、優秀なコンサルタントの育成に向けて研

修を実施している。研修に関わる団体は、研修機関として独立して研修を実施している団体と、

Aceleradora と称する経営コンサルタント集団で、経営コンサルタントの行為を行う際に、若年

のコンサルタントを企業現場で教え込む団体とに分かれる。それらの代表的なものは以下のとお

りである。 

 

（１）CANACINTRA 

1945 年に創設され、60 年以上の歴史を有する。1989 年に組織改変があり、現在の姿にな

った。CANACINTRA の加盟企業は 6 万 5,000 社にのぼり、全国各都市に 80 の代表事務所が存

在する。CANACINTRA は、①金属加工（Metalico）、②工業一般〔Industria Diversas（Servicio）〕、

③医療（Medico）、④自動車（Automotoris）、⑤化学（Quìmica）、⑥Articulo Oficials、⑦

食品（Alimentos）、⑧家具（Muebles）、⑨情報技術（Tecnologìa Informaciòn）、⑩資金（Bienes 

de Capital）、⑪製薬（Farmacèutico）、⑫農牧畜（Agro pecuario）の計 12 の工業セクター

に分かれており、全産業の合同会議が各地で月に 1 度開催され、プロジェクトの進行状況な

どが報告される。組織は Consejo Directivo の下に Presidente、10 Vice-presidente とが

設置され、その下にセクター別の代表、Cortesia Comisiòn が置かれている。事務局には全

国で約 500 人の職員が在籍し、うち本部の職員は約 80 人である。現在研修を受け持つ Centro 

de Desarrollo Empresarial は CANACINTRA 事務局とは別組織になっており、独立採算制をと

っている。Centro de Desarrollo Empresarial の運営資金は、中小企業基金（Fondo PyME）

から研修を受講する各社に支払われる補助金（1 万 5,000 ペソ/１社/年）による 100 万ペソ

（66 社分の補助金であるが、実際は 700 社に対し研修を実施）と、CANACINTRA からの資金拠

出によるものとなっている。なお、Centro de Desarrollo Empresarial は講師陣を保有して

おらず、常駐スタッフは 3 人の講師と 2 人の補助者であり、他は外部から講師を招へいして

いる。現在 CANACINTRA は 8 Module のコンサルタント養成講座を実施している。研修コース

のインストラクターとして 5 人の資格のある経営コンサルタントが存在し、そのうちの 2 人

は CANACINTRA の研修講師である。他は外部講師を招へいしている。CANACINTRA は教材の改

善を実施しており、経営の理論と精神面を教える教材は、訓練が実施されるたびに改訂され

最新なものにされている。経営実務の教材は研修が実施されるごとに改訂され、本改訂作業

は CANACINTRA の講師 2 人と JICA から派遣されている 2 人のシニアボランティアにより実施

されている。Centro de Desarrollo Empresarial は 2004 年 9 月から 2008 年 2 月までに、10

回の研修コースを実施し、205 人のコンサルタントを養成した。経営理論と実務実習は全国

26 州に及んでいる。研修生は 34％がコンサルティング企業、23％が個人コンサルタント、9％

                             
3 Master of Business Administration 
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が企業派遣、34％が大学からの出席者となっている。この 10 回の研修のうち、8 コースは経

済省の支援を受けている。研修参加者の選考は、まず希望者に教材を手渡し、ビデオ講義を

通じて事前に勉強してもらい、その後インターネットを通じて 500 の質問を出し、解答して

もらう。その成績が 80％以上の者だけを研修対象者として選定し、研修に参加させている。

コースは 1 週間で、理論と実習を繰り返し行い、最後に実習結果の発表をさせている。さら

に研修終了後も定期的に実習対象企業に戻り、指導結果をチェックさせ、指導を繰り返させ

ている。これにより、本の知識中心のコンサルタントではなく、経営改善を実施できるコン

サルタントの育成を図っている。 

 

（２）COMPITE 

COMPITE は、商工会議所が所有する純粋な民間機関であり、1997 年に設立された。その活

動は研修とコンサルタント業務に特化しており、経済省との密接な関係のもと、中小企業を

支援する質の高いコンサルタントを提供している。研修事業については、特に経営改善関連

の研修に力を入れている。研修講師は COMPITE と契約した有能な経営コンサルタントが実施

し、顧客は、トレーニングサービスを受けた場合には対価を支払う仕組みになっている。結

果が出ない場合は、別のコンサルタントの派遣も実施する、といったアフターサービスも実

施しているがこれは無償で実施するため、コンサルタントの質の確保には配慮しており、

COMPITE のコンサルタントになるのは超難関との風評がある。現在、240 人のコンサルタント

が登録しているが、選考は厳しく合格率は 10％程度である。コンサルタントとして受け入れ

る基準は、3 年間コンサルタントとして生計を立て、2 年間のコーチングに携わっていること

が必須条件である。採用には 1 時間の面接と筆記試験を実施する他、経済省、商工会議所、

COMPITE の事務局から 3 人のコンサルタントが同行して企業を受験者と共に訪問するといっ

た実技試験も実施している。これらの試験結果により採用の可否を決めている。こうしたコ

ンサルタントを活用した営業実績は、零細企業 50％、小企業 35％、中企業 10％、大企業 5％

である。収入の割合は、経済省 30％、民間企業 70％であり、企業の経費負担率は、零細企業

30％、小企業 50％、中企業 70％、大企業は 100％となっている。COMPITE の活動はプログラ

ミング、トレーニング、調査と経営全般の多岐にわたっており、その活動範囲はメキシコを

中心に中南米全域に及んでいる。研修事業に最も注力しているが、COMPITE の内部にコンサ

ルタントを抱えず、すべて契約したコンサルタントにより事業を展開している。そのため

COMPITE の事務所は数人のスタッフが常駐する事務局の性格をもつに過ぎない。 

 

（３）Aceleradora 

政府は、中小企業の振興を加速させる目的で、中小企業を支援する企業・団体の育成に努

めている。これらの団体は現代的なビジネスコンサルタントとして活動しており、今回の調

査では、その一つ Visionaria 社を調査した。Visionaria 社は企業が発展することを支援す

る Aceleradora と称するコンサルタント会社であり、ハイテク産業は中小企業にこそ最適な

産業であるとし、付加価値と経営革新が大事であるとの考えを基に、中小企業に高度技術を

備える機会を提供することにより企業発展を支援している。その活動の原点として、成功と

失敗の事例も数多く集めれば、経営指導の参考になることからネットワークを大切にしてい

る。Aceleradora のサービスは、企業規模が拡大するにつれて、多くのものを提供しており、
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クラスター戦略、販売拡大プログラム、ビジネス財務計画、適材適所人材配置方法等、多様

なものである。これらを駆使して生産技術（Manufacturing Technique）のサービスを実施し、

中小企業を離陸期企業（Gacela）に成長させることを目的にコンサルタント活動を展開して

いる。Aceleradora の役割はインキュベーターから先の企業の発展過程への橋渡しであり、

成熟した企業へと発展するのには、サービス（Delivery）、アフターサービス（Post Service）、

品質、生産技術、R&D、そして付加価値向上といった、6 つのコンポーネントが必要である。

メキシコの企業の経営規模は、Micro 零細企業が 95％、小企業 3.9％、中企業 0.5％、大企業

0.2％であるが、Aceleradora の役割は、数では圧倒的な零細企業を教育訓練、企業診断等を

通じて発展させ、上のレベルに引き上げることである。このため、政府関連機関、経済省、

米州開発銀行、国立開発銀行、メキシコ工業技術情報協会、財団法人メキシコ工業技術情報

協会、全国電子工業・通信・情報技術工業会議所、全国科学技術審議会（CONACYT）等とも連

携を深めている。なお、Visionaria 社は開業以来 100 社程度の企業を指導した実績を有す。

通常、20～30 社を顧客として扱っており、売り上げは年間 350 万米ドル程度となっている。 

 

このように、いずれのコンサルタント養成機関も長い年月をかけてコンサルタントの養成を図

っている。これらの機関に共通することは、コンサルタントの養成は、研修を受けたコンサルタ

ントが、経験あるコンサルタントと組んで企業診断等の実地経験を積み、一人前のコンサルタン

トに成長していく過程が必要であるとの共通認識を有することである。つまり、経験あるコンサ

ルタントを師と仰ぐ、徒弟制度的なシステムによりコンサルタントは成長していく。単にペーパ

ーテストで点数がよい記憶力の優秀な研修生でも、実地経験を積まなければ一人前のコンサルタ

ントには成長しない。コンサルタント認証制度を権威あるものに育てるには、この養成期間の経

験を重視する必要がある。 

 

２－４ 中小企業コンサルタント認証制度 

メキシコにおいては、教育省傘下の CONOCER がコンサルタントのみならず、各種認定制度を一

元管理している。CONOCER は、1996 年に発足し、その後 2005 年から 2006 年にかけて組織改編を

行った結果、現在の姿になっている。CONOCER の職員数は 123 人で、現在 631 件の認定基準があ

り、このうち 11 件がコンサルタント関係となっている（なお、2008 年に予定している認定基準

は 26 である）。 

CONOCER の認定基準の構成は基本的なものから、それに関連して派生された基準へと細分化さ

れている。中小企業コンサルタントの認定制度も 11 あるコンサルタント関連基準の一つである。 

中小企業コンサルタント制度に関して、2002 年以来 CONOCER 内で検討されており、大学、教育

省、JICA により研修事業も実施した。しかし、この認定制度を確立するための準備活動は 2003

年で終了し、その後 JICA が実施した「メキシコ中小企業コンサルタント養成・認定制度」の提言

が契機となり、経済省、CANACINTRA、大学、国家コンサルタント協会等の団体が委員となり検討

が進んだ結果、ようやく中小企業コンサルタント認定基準が完成された。この認定基準の作成に

あたっては、JICA が実施した前述の開発調査の提言が数多く採用されている。しかし、その条件

が極めて理想的であったため、制度はできても実質上機能していない事態が生じている。 

現在、CONOCER が定めたコンサルタント認定制度で唯一機能しているのは、一般経営コンサル

タント資格認定制度である。この資格認定には、CONOCER から認定された認証団体と評価センタ
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ーが、CONOCER との契約（Convenio）ベースで制度の運営にあたっている。 

資格認定審査は、次のステップで実施されている。 

Step 1. 法的な面で会社設立と定款が揃っているか？ 

Step 2. 評価のプロセスに必要な人材が確保できているか？スタッフは評価対象の資格証

明を得ているか？評価センターとしての物理的要件を満たすか（例えば、運輸業者

の評価、運転手の能力等を評価できるか？これらには 60 の基準がある)？ 

Step 3. 評価センターの認定と契約の法的根拠があるか？評価センターと認証機関との契

約が揃っているか？ 

以上のステップを踏み、認証機関（Organizmo Certicadors）として承認される。承認された

機関は Web Site（www.thgsc.com.mx4）にて公表される。一方、評価センター（Centro Evaluación）

はセクターごとに全国に約 400 存在する。認定の仕組みはコンサルタント資格取得希望者による

企業診断を主体とするが、その結果、不合格の場合は研修を受けさせ、取得を支援する。 

資格認定の申請には 670～750 ペソが必要であるが、金額は基準により異なり、コンサルタン

ト申請は 750 ペソである。コンサルタントとしての能力は、パフォーマンスだけでなく、質問表

に記入させて実績等もあわせて評価し、これを基にして Evidence のポートフォリオを作成する。

合格者は認証発行の経費として約 150 米ドルを支払う。ポートフォリオは認証機関へ送付され、

次に CONOCER に通知される。CONOCER は認証書を発行する。不合格者には研修のルートを示す。

評価センターによっては研修を行う能力はあるが、通常は専門の研修機関を紹介する。このプロ

セスは相当難しいので、パスできると自信のある者だけが申請をするため、合格率は 96％である。

前述のとおり、一般コンサルタントの認定基準は CONOCER が作成し、公布済みのコンサルタント

関係 11 の認定基準のうち、唯一機能しているものと思われる。これも上述のプロセスが確立され

たので実現したものと考えられる。 

認定基準は、以前は評価センターが自らツールを作成して使用していたが、現在は CONOCER の

定めた認定基準を評価標準として用いている。しかし、認証制度が発展してくると、現在の基準

では不十分であるとの認識があり、第三世代の基準づくりが始まっている。各評価センターはこ

れまでの経験を基に、基準としてより正確なものを作成しようと努力している。CONOCER は、基

準を利用しているセクターから要請がある場合は見直しに入る検討をすることとしている。なお、

すべての技術基準は 2 年に 1 度、見直しを実施している。この改訂のために委員会が設立される。 

 

２－５ 中小企業の現状・概況 

メキシコの企業は 99％が中小企業で占められており、その企業数は 400 万を数える。中小企業

のメキシコでの定義は従業員数 100 人を基準として定められているが、産業別に製造業と商業等

のサービス業では、その従業員数が 250 人と 100 人と、異なって定められている。なお、前述の

400 万の企業のうち 380 万は小規模企業であり、多くの経営上の問題を抱えている。 

中小企業の人材養成の重要さに対する認識度は、他の開発途上国と比較して高い。研修機関の

利用している教材の内容は、わが国の生産性向上と品質管理の基本がほとんどを占めている。そ

れに各セクターに固有の教材を揃えて研修に用いているが、固有技術に関しては、その内容は更

にレベルアップする必要がある。 

                             
4 THGSC:Talento Humano Global Sociedad Civil 
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第３章 ドナーによる中小企業振興 
 

2006 年におけるメキシコの 1 人当たりの名目 GDP は 8,000 米ドルに達しており、高中位諸国に

位置づけられる。また経済協力開発機構（OECD）、北米自由貿易協定（NAFTA）へ加盟したことも

あり、開発途上国を卒業し、先進国の仲間入りを果たす寸前にあると考えられる。他の一般的な

開発途上国と比較すると国力があり、中小企業振興についても自前で実施できる資金力を有して

いると考えられる。 

しかし、中小企業の振興には、必要な知識を先進国より得る必要がある。Mèxico Emprende の

項（２－２）で記したように、必要な調査は自ら調査団を編成し、各国を調査する経済的余裕が

あるため、各ドナー機関は一定の部門に特化した形式で独自の分野に入り、協力を実施している

といえる（例えば、スペインの援助はインキュベーターの発展に寄与）。 
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第 4 章 本格調査への提言 
 

４－１ 本格調査の枠組み 

本事前調査で先方と協議した本格調査の枠組みについて、以下に記載する。 

 

（１）調査目的 

中小企業コンサルタントの認定制度及び養成制度の見直し、試行的な実施を通じ、総合的

な中小企業コンサルタント養成計画の策定・提言を行う。 

 

（２）調査対象地域 

メキシコ全土（ただし、現地調査はメキシコシティ及び周縁部にて実施） 

 

（３）調査項目 

１）メキシコにおける中小企業と中小企業コンサルタント養成の現状 

① 中小企業と政府の中小企業政策の現状 

・先行する開発調査にて提言された中小企業人材養成事業のレビュー 

・メキシコ中小企業の競争力と生産性の現状・課題（ボトルネック） 

・メキシコ政府の中小企業政策と行政体系・支援ニーズ（中小企業基金の活用含む） 

② 中小企業コンサルタント育成のニーズ 

・中小企業コンサルタントの現状とコンサルタントのパフォーマンスに係る評価 

・中小企業コンサルタント訓練コースと認定制度の現状 

・中小企業振興に求められるコンサルタント資質の特定 

・中小企業コンサルタント訓練カリキュラム改善に対するニーズ 

 

２）総合的な中小企業コンサルタント養成制度に係る計画の策定 

① 経済省が実施すべき中小企業コンサルタント認定及び登録制度に関する提言 

・中小企業コンサルタント候補者の評価基準及び評価制度 

・コンサルタント評価制度に対する認証基準及び認証制度 

・認証済みの中小企業コンサルタントの定期的な再評価に対する基準及び評価制度 

・中小企業を支援する既存のコンサルタント制度を経済省が今後整備する予定の認定・

登録制度に統合するためのメカニズム 

② 中小企業コンサルタント養成制度の改善計画案 

・中小企業コンサルタント養成計画 

・中小企業コンサルタント養成カリキュラムの改善モデルの提示 

・コンサルタント認定・登録及び評価制度とのリンク 

③ 中小企業人材養成プログラムの中小企業政策・施策での活用に関する提言 

・中小企業コンサルタントと中小企業のマッチング制度案の提示 

・中小企業コンサルタントを活用した中小企業振興政策・施策案の提示 

・中小企業振興のための中小企業コンサルタント活用に関するその他の留意事項 

 



- 13 - 

３）中小企業コンサルタントに係る国家資格認定制度を確立するための実行計画に係る提言 

・望まれる包括的国家資格認定・認証・評価基準及び制度に係る提言 

・経済省により確立された中小企業コンサルタント養成、認定、登録制度を国家資格認定

制度に移行するためのロードマップ案に関する提言 

 

（４）調査スケジュール 

2008 年 6 月から 1 年程度 

 

４－２ 本格調査実施上の留意点 

（１）実施体制上の留意点 

１）ステアリング・コミッティー（Steering Committee） 

メキシコ経済省内にステアリング・コミッティーを設置する。本調査の過程で出てくる

成果はステアリング・コミッティーのメンバーと協議し、最終的にその承認を以って決定

されることとする。ステアリング・コミッティーは、以下の関係機関のメンバーによって

構成される。 

①経済省 

②CONOCER 

③JICA メキシコ事務所 

調査は 3 つのステージに沿って実施するが、各ステージにおいて最低 1 度はステアリン

グ・コミッティーを開催して報告・協議・理解促進を行うこと。 

２）ワーキンググループ 

調査に係るカウンターパート及び関係機関の職員をメンバーとして、ワーキンググルー

プを設置する。 

 

（２）日本側関係者との連携 

本調査は、メキシコに対する JICA 国別事業実施計画における援助重点分野の一つである

「産業開発と地域振興分野」のなかの「中小企業の競争力強化プログラム」に位置づけられ

る案件である。当該分野の案件としては、現在実施中の「プレス加工技術向上プロジェクト」

及び今後実施予定の「プラスチック形成技術人材育成プロジェクト」があり、専門家が派遣

されている、あるいは派遣される予定である。また、CANACINTRA にはシニアボランティアが

派遣されていることから、これら日本側関係者と十分に意見交換を行いながら調査を行うこ

と。 

さらに、2005 年 4 月に発効された日墨経済連携協定（EPA）の二国間協力の分野として、

「裾野産業育成」及び「中小企業支援」が明記されていることから、JETRO や日系企業とも

十分に意見交換を行うこと。 

 

（３）先行調査との連続性 

本調査に先行する開発調査として、「中小企業コンサルタント養成・認定制度調査」及び

同フォローアップ調査が実施されている。本調査実施にあたっては、上記調査実施により蓄

積されているメキシコ側の知見を活用するとともに、上記調査での提言に対する事業化の状
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況を十分に把握したうえで、効率的に調査を実施すること。 

 

（４）実行可能性の重視 

調査の成果については、メキシコ側が自立的に実行可能な提言とすることが重要であるた

め、モデル・プロジェクトの内容、最終提言の内容は、メキシコ政府の中小企業支援の枠組

み、人員、予算、スタッフの能力レベル及び中小企業の資金的、人的資源等の現状や制約を

勘案して、メキシコの官民が協力して継続的に実施できるものとする。 

 

（５）経費積算 

提言をするにあたっては、提言された計画をメキシコ側が自立的に運営していくために必

要な予算措置を行えるように、同計画を実施するために必要な予算の積算を詳細に行うこと。 

 

（６）関係機関との連携の重要性 

本調査の最終提言においては、中小企業コンサルタントに係る国家資格認定制度を確立す

るための実行計画を提案する。メキシコでは CONOCER が、職業能力の資格認定制度を構築す

ることになるので、調査の実施にあたっては、CONOCER の代表者をステアリング・コミッテ

ィー及びワーキング・グループのメンバーとして本調査にかかわっていくよう経済省に求め

ており、調査実施中は常に CONOCER との連携について念頭に置くこと。 
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第 5 章 総括（団長所感） 
 

＜事前調査（その 1）＞ 

（１）案件の経緯とメキシコ政府の対応 

１） 本プロジェクトは 2004 年度協力案件として承認後、開始の目途が立たず既に 3 年を経

過した状況であるが、その原因はわが国が本案件の開始の条件とした CONOCER(職業能力資

格認定機関)による国のコンサルタント資格認定基準の公示が遅々として進展しなかった

ことにあった。しかし、遅ればせながら 2006 年 10 月に同基準が官報公示されるに至り、

本案件の取り扱いがにわかにクローズアップされることとなった。そこで改めて今後の協

力の方向性を定めるために、本案件に係るメキシコ関係機関の情報収集とメキシコ政府と

しての意向を確認するため、今次の事前調査（その 1）を派遣することとなった。 

２）上述の官報公示とともにわが国は事実上のカウンターパート機関である経済省へ、その

施策方につき照会していたところ、今まで不透明な態度に終始してきた同省が（事務方レ

ベルとはいえ）、CONOCER と異なる省独自の資格制度を提案したいとの意向を示してきた。

いみじくも、メキシコ政府内の対応が一枚岩でないことを露呈した格好となったが、今後

の協力の方向性を定めるには、政府案として一本化されることが前提であることから、メ

キシコ政府内での調整が喫緊の課題となってきた。 

３）一方、メキシコ外務省は関係機関の調整を図り、二国間協力として本案件を促進する用

意があるとして口上書をもってわが国にその意向を伝えてきている。事実、7 月に入って

初めて、経済省、CONOCER(公教育省主管)、メキシコ外務省の間で意見調整が図られる動

きが出てきたところである。 

 

（２）協力のスコープ 

今次の調査で確認された事項 

１）経済省の意向（独自の資格制度案を提示したい事由） 

① コンサルタント業界の実態 

CONOCER 制度の発足には、まず技術認定のための評価機関や認証機関の整備が必要で

あり、また認定のレベルについても業界の意見調整が求められている。さらにはコスト

ベネフィットの点で現状は、必ずしも CONOCER 制度が全面的に理解を得られているとは

いい難い側面もある。これらの調整には数年といった時間を要するかもしれない。 

② CANACINTRA 等における試行的モデルの存在 

前回のわが国の開発調査の勧告を受け、CANACINTRA などでは同勧告に準じたカリキュ

ラムで人材養成や評価を既に試行的に実施しており、当面その定着ぶりと評価を見定め

るのも検討に値すると考えている。 

③ CONOCER 制度への道程 

経済省も中小企業の経営改善と競争力強化には優秀なコンサルタントの存在が必要

であり、その資格には公正性、客観性、透明性が保てないと社会的評価が得られないと

の認識も有している。したがって、同省としても CONOCER 制度を全面的に否定している

わけではなく、むしろ中期的には国としての制度としてあるべき姿との評価を下してい

る。ただ、CONOCER の存在や認定技術基準の有効性が認知されるには一定の時間が必要
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であり、また①や②で述べたとおり、業界の実態や試行的モデルの存在を、一気に

CONOCER の国家資格に収斂するには物理的に無理があり、徒に業界の混乱をもたらし、

得策ではないと判断している。その意味で、CONOCER に至る道程として数年の経過措置

が必要との認識の下に、日本の協力により現実的な制度づくりから着手したいと提案し

たものである。 

２）CONOCER の意向 

CONOCER の役割は、各界に求められる国としての技術基準の設定とその技術認定のため

の“サービスのツールの提供”に徹するところにある。したがって、経済省が中小企業振

興のために良かれと信じるコンサルタント資格認定制度に何ら異を唱えるものではない。

ただ同省がリーダーシップを発揮し、CONOCER 制度がいち早く活用できる状態になること

を願うのみである。 

３）メキシコ外務省の意向 

メキシコ外務省は、自らの調整により速やかに協力スコープの一本化を図り、二国間協

力の実績としたい意向である。事実今次の調査日程の最後に同省の音頭とりにより、関係

機関の代表者が一堂に会することとなった。その席で CONOCER は経済省案（上記（２）－

１）－③）に理解を示し、双方の考えが業界の実態を踏まえた現実的な対応として一致し

たものとなったことが確認された。 

 

（３）協力の方向性 

１）協力要請のスコープとして若干の変容は出てきたものの、CONOCER 制度が否定されたわ

けでもなく、そこに至る現実的な協力要請案が提示されたという理解が必要かと思われる。

したがって、わが国の協力をポジティブに促進したいと考えるが、二国間協力案件の経緯

を明白にする意味で、スコープ変更に伴う措置、例えばメキシコ政府からの日本大使館宛

口上書による発信等が望まれる。 

２）案件承認後、3 年の経過中にメキシコ政府の政権交代があり、新政権は国の施策として

例えば“EMPRENDE MEXICO”(メキシコ中小企業公社）を設立するなど、中小企業振興政策

に取り組んでいることが確認された。経済省サパタ局長は今回の協議結果を踏まえ、本案

件をぜひとも現政権の二国間協力のアジェンダに含めたいとの意向を表明した。経済省内

の機運として、本案件に着手することは絶妙なタイミングかと思料される。 

３）試行的例として取り上げた CANACINTRA などは、わが国の勧告を真摯に受け止めて努力し

ており、また同機関にはシニアボランティアの協力が引き続いていることもわが国の実績

となっている。中小企業振興への協力の継続性という意味からも本案件へのポジティブな

取り組みが望まれる。 

 

（４）その他 

今次の協議内容の要約及び上記（３）－１）に係る文書発信の必要性を盛った文書（西語

訳）を先方に手交し、事実の確認と今後の進め方につき双方の合意を図った。 
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＜事前調査（その 2）＞ 

（１）案件の背景と妥当性 

１）本案件は現地 ODA タスクフォースとメキシコ経済省との間で「経済連携協定（EPA）」に

向けて形成された経緯があり、両国政府間の合意アジェンダの一つともいえる背景をもっ

ている。メキシコは 2004 年、わが国としてはシンガポールに次ぐ第 2 番目の EPA 締結国

となり、2 年を経た 2006 年における両国間の貿易額が 80％近くも増加するなど、めざま

しい経済効果を両国にもたらしている。最早、新興中進国としての国際的ステータスを確

立した感があるメキシコとの協力関係をいかに継続するか、その課題を問う際の含蓄ある

背景をもつ一案件となっている。 

２）2 年目に入ったカルデロン政権は三つの最優先政策課題のなかに「近代的かつ競争力あ

る経済の強化及び雇用の創出」を掲げ、その要として全企業数の 98％を占める中小企業の

振興の必要性を謳い、振興戦略の具体的な施策として目下「MEXICO ENPRENDE (中小企業

振興プログラム)」の立ち上げに尽力している。同プログラムは「中小企業の競争力強化

には生産性向上による経営改善が必須であり、そのためには有能な経営コンサルタントの

存在が欠かせない」との認識の下にコンサルタントのあり方・有用性について多大な関心

が示されている。このことが本案件のもつ「コンサルタントに対する社会的信頼性を担保

する資格制度のあり方」というテーゼと密接な関連性を有するものとなっている。 

３）本案件の着手が滞ったのは、わが国が協力の前提条件とした「コンサルタント国家資格

認定制度」の官報公示が遅れたのが最大の原因であった。その公示も 2006 年 10 月、CONOCER

よりなされ、同認定基準が明らかにされた。ただ、実務官庁である経済省は同制度に収斂

するには未だ業界の実情が伴っておらず、CONOCER の認定プロセスに対する巷間の信頼性

も欠けているとして、拙速を避けるべきとの慎重な態度をとっている。現況は中小企業振

興プログラムを推進し、そのなかで 2004 年に設立された Fondo PyME(中小企業基金)の活

用の多様化などを図りながら、その過程でコンサルタント活用の有用性を敷衍させ、資格

認定の透明性、信頼性を確保していこうという意図がうかがえる。換言すれば、チャレン

ジと実績の過程で、新資格制度に相応した環境の整備を図ろうとの方策である。 

４）以上の背景から、中小企業とコンサルタント業界の実情を踏まえつつ、未だ同分野の政

策に経験の浅い経済省に対し、調査を通じて CONOCER 制度に移行するロードマップを提

示・勧告することは、まさに時機を得たものと思料される。ただし、新政権の中小企業振

興政策、CONOCER による基準の公布といった新しい事態を踏まえた次なる調査は、5 年前の

調査で提示されたわが国の勧告内容の見直し、さらには公布された国家基準の内容の妥当

性にも触れることになることに留意せねばならない。 

 

（２）新制度をとりまく環境と経済省の取り組み 

１）2006 年に公布された CONOCER のコンサルタント国家資格認定制度は、未だ申請者ゼロの

状態が続いている。この事態を冷静に分析することが本プロジェクトの調査に期待される

成果、すなわち提案・勧告内容につながるものと思われる。休眠状態の新制度はいみじく

も中小企業振興に対する政府の施策、中小企業の実態とコンサルタントの現状を反映して

いる。すなわち、かかる状態の背景には、次のような事由が推測されるのである。 

① 中小企業は新基準が求めるコンサルタントを必要とする認識に至っておらず、したが
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ってその活用への有用性を感じていない。 

② 現行の一般コンサルタント資格認定を有している同業界は有象無象の状態で各々の

利害関係が絡んでおり、新制度に向けた統一した意見への調整が困難である。 

③ 新制度への新基準が求めるコンサルタントを輩出できる養成機関が質、量共に不足し

ている。 

④ コンサルタントの能力を透明性、客観性をもって評価する公正な社会的システムすな

わち、国家資格認定制度とその認定基準が不在である。 

以上の事由のうち、①、②、③は背景となっている事実が比較的容易に確認される。④

は新制度の発足にもかかわらず、評価のプロセスなどに制度の不備が明瞭に確認される

（ただし、基準内容の是非の判断は本格調査の結果に委ねられることになろう）。まさに、

新制度が発足しても申請への動きにつながらないという厳然とした事実、この状況の打破

には以上の山積する課題を解決し、着実に環境整備をすることなしには途はなさそうであ

る。したがって本格調査のスコープである国家資格制度へのロードマップの提示は、その

意味で重要な意味をもっており、果たす役割の重大さに思いが至る。 

２）新政権の中小企業振興プログラムのなかで経済省は「Centro Emprende Mexico（中小企

業振興センター）」を主要 50 都市に 100 センター設置する構想に着手している（2008 年は

12 センター設置予定）。設置場所は各都市の商工会議所などとの併設を想定し、同センタ

ーには上記したコンサルタントを「普及員」として配置し、地域の零細・中小企業の諸々

のニーズに対応できるサービス体制を敷きたいとしている。そのため経済省は 250 人のコ

ンサルタントの確保をもくろんでおり、有力な養成機関の一つである CANACINTRA などと

協働で確保に向けた努力を続けている。かかる経済省の取り組みは上記した状況をブレー

クする試みであるが、特にセンターネットワーク構想は全国レベルでグットプラクティス

の実績を積む過程で、同時進行的に①の意識改革もねらった取り組みであり、コンサルタ

ント新資格制度への環境整備の一環として評価される。経済省は協議中に「CONOCER の基

準プロセスは大変脆弱である」との認識を明言しており、実務官庁としての良識ある見解

として直に受け止められた。現在、新資格制度に向けた環境整備のため CONOCER との間で

協定を結ぼうとの動きがあり、今次の調査団で締結された S/W の内容が、その動きを促進

することになるとの見解も示してくれた。 

 

（３）協議の経緯と総括 

１）カウンターパート機関である経済省が、メキシコ側の責務事項等に関し法的に履行する

立場にないとして S/W 署名に疑問を呈し、そのため当初予定していたコンサルタント活動

の現場視察を割愛するなど、調査日程に影響が生じた。しかし、日墨間には技術協力協定

があり、メキシコ外務省の介入の下、同協定の引用などにより最終的には事なきを得た。

結果として国際協力における両省の立場が明確になり、また外務省の積極的関与の姿勢が

確認でき、「雨降って地固まる」のプラス面もあった。 

２）上記（２）の２）で述べたように、経済省は各地域でのグッドプラクティスを共有する

過程を重要視しており、本件プロジェクトにおいてもパイロット事業実施への期待を表明

した。これに対し、当方から同事業への考えと対応方に理解を求めたうえで、同事業の実

施をミニッツに盛ることとした（したがって、現在要請中の同分野の人材養成案件は、本
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件調査の経過を待って対応を検討するのが妥当と思われる）。 

３）その他署名者等の調整はあったが、おおむね S/W、ミニッツ共に原案どおりで合意され

た。なお、協議中のカウンターパートの対応に不足はなかったが、本格調査における彼ら

への技術移転の重要性を考えると、その実施体制には、更に強化を求める必要性が感じら

れた。 
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付 属 資 料 

1．S/W（英語、西語） 

2．ミニッツ（英語、西語） 

3．調査結果一覧 

4．主要面談者リスト 

5．面談記録 

6．収集資料リスト 

7．中小企業コンサルタント基準（日本語仮訳、西語） 

8．経済省作成プレゼンテーション資料（中小企業振興事業紹介）（日本語仮訳、西語） 

 （１） 中小企業戦略 

 （２） 金融アクセスに関する戦略 

 （３） 教育訓練及びコンサルティング国家プログラム 

 （４） 国家インキュベータプログラム 

 （５） 国家零細企業プログラム 

 （６） 国家フランチャイズプログラム 

 （７） 国家牽引企業プログラム 

 （８） 君の地域での雇用 

 （９） 技術イノベーション基金 
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2．ミニッツ（英語、西語）
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メキシコ中小企業人材養成計画  

事前調査（その２） 調査・協議結果 

調査項目 過去の調査結果、現状、及び課題 対処方針 調査・協議結果 

 

 I  事前評価の実施 

１． 調査の背景 ・ 2002 年 3 月 開発調査「メキシコ中小企業

コンサルタント養成・認定制度」終了 

・ 2002 年 7 月 同フォローアップ調査開始 

・ 2003 年 2 月 同フォローアップ調査終了 

・ 2004 年 8 月 メキシコより開発調査「中小

企業大学校制度計画」の要請がなされ

る。 

・ 2004 年 11 月 予備調査実施。前開発調

査で提言された「中小企業コンサルタント

養成・認定制度」の公示をメキシコ側が実

施することを本件実施の前提条件とするこ

とが確認された。また、新たに大学校自体

を設立するものではないため、現案件名

に変更することが確認された。 

・ 2006 年 10 月 中小企業コンサルタントに

係る官報公示 

・ 2007 年 7 月 事前調査（その 1）実施。 

・ 2007 年8 月 メキシコ外務省が、実施機関

を経済省とし、CONOCER の協力を得て実

施する旨の提案に係る口上書を発出 

・ 2007 年 11 月 メキシコ外務省が本調査の

要請内容に関する口上書を発出 

 

 

 

 

 

２． 調査の目的  ・ メキシコ経済省、CONOCER 及びその

他関係機関との意見交換を通じ、

調査の背景及び具体的内容につい

て、これまでの確認事項をアップ

デートする。また併せて本開発調

査実施の妥当性を検討する。 

・ 本格調査の調査目標、実施体制、

範囲、内容、スケジュール等につ

いて協議し、S/W（案）の署名・交

換を行う。 

 

 II  本格調査の概要 

１． 調査名 ・ 予備調査で英文案件名を The Study on 

Human Resource Development Program 

for SMEs とすることで合意された。 

・ 左記のとおりとする。 対処方針のとおり合意。 

２． 協力期間 ・ 要請書では 3 年間とされている。 ・ 2008 年 6 月の調査開始を予定し、

S/W 別添の行程案に基づき 2009 年

3 月までの 10 ヵ月間から 1 年間程度

とする旨を提案する。 

・ コンサルタント人材養成にあたって

は、その前提となる制度・体制を確

立することが必要であることから、早

期の提言策定を行うことをめざし短

期間で調査を終える方針であること

を説明し、了承を得る。また、先方か

ら本開発調査内において人材養成

プログラムの実施要請等があった場

合、パイロット事業として実施するこ

とは可能であるが、本格的なもの

は、本開発調査の結果を踏まえ、20

年度案件として要請されている技術

協力プロジェクトにて実施することを

検討する旨説明し、了承を得る。 

・ 調査期間は 1 年間程度とすることで合

意。なお、今般の事前調査団から説明

した調査開始時期（6 月）についてはあ

くまでも暫定案であり、すべての手続き

が滞りなく行われた場合の案である旨

先方に説明した。 

・ メキシコ側関係者から前回の「中小企

業コンサルタント養成・認定制度調査

（フォローアップ含む）」での提言につ

いては非常に理想的ではあるものの、

各種制約要因が存在することから、必

ずしも同提言のとおり事業化がされて

いないとの説明があった。よって、本格

調査においては、より実現性のある

「総合的な中小企業コンサルタント養

成プログラム計画」の提言を行うため

に、パイロットプロジェクトを実施するこ

とで合意。なお、パイロットプロジェクト

の目的は何らかの成果を出すことでは

なく、あくまでも本格調査団が想定する

「総合的な中小企業コンサルタント養

成プログラム計画」（案）を試験的に実

施し、同案（仮説）を検証することが目

3．調査結果一覧
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メキシコ中小企業人材養成計画  

事前調査（その２） 調査・協議結果 

調査項目 過去の調査結果、現状、及び課題 対処方針 調査・協議結果 

 

的である旨説明し、了承を得た（M/M

にて確認済み）。 

３． 調査の目的 要請書記載の目的は以下のとおり。 

・ 中小企業コンサルタントに係る新制度が

確立される。 

 

以下のとおりとすることを説明し、了承

を得る。 

・ 本調査では、中小企業コンサルタン

トの国家認定制度の確立と中小企

業コンサルタント養成制度の改善を

通じ、総合的な中小企業人材養成プ

ログラム計画の策定・提言を行う。 

以下のとおりとすることで合意（修正箇所

は下線箇所）。 

・ 「中小企業コンサルタントの国家認定

制度の確立と中小企業コンサルタント

養成制度の実施を通じ、総合的な中

小企業コンサルタント養成プログラム

計画の策定・提言を行う。」 

・ 「中小企業コンサルタント人材養成制

度」については、現時点で経済省によ

る総合的な事業としては実施されてい

ないため、「改善」ではなく、「実施」す

るとしたもの。 

・ 今般の事前調査において人材養成の

対象となる「中小企業人材」は企業の

人材（経営者、従業員）ではなく、中小

企業コンサルタントであるため、文言も

明確にするために「人材」を「コンサル

タント」に修正したもの。 

４． 調査対象地域 要請書に記載なし 以下のとおりとすることを説明し、了承

を得る。 

・ 調査対象はメキシコ全土とするが、

現地調査はメキシコシティ及び周縁

部にて実施する。 

対処方針のとおり合意。 

ただし、メキシコシティの行政上の正式名

称は連邦区となるため、S/W（英語版、ス

ペイン語版）においては、「連邦区」として

いる。 

５． 本格調査の内

容 

要請書記載の調査内容は以下のとおり。 

1-1 CANACINTRA が実施中のコンサルタン

ト向けコースのカリキュラムをアップデート

する。 

1-2 中小企業コンサルタントの評価手順を設

計・設置する。 

1-3 経済省の中小企業戦略の具体的な実

施を CONOCER に提案する。 

1-4 中小企業コンサルタント候補者を中小企

業コンサルタントとして認定する仕組みを

設置する。 

2-1 すべての認定中小企業コンサルタントを

経済省に登録する。 

3-1 支援対象となるすべての中小企業を経

済省に登録する。 

3-2 経済省に登録された中小企業コンサル

タントと中小企業基金に申請する中小企業

とのマッチングを行う。 

以下の通りとすることを説明し、了承を

得る。 

1. メキシコにおける中小企業と中小企

業人材養成の現状 

(1) 中小企業と政府の中小企業政策の

現状 

・ メキシコ中小企業の競争力と生産性

の現状 

・ メキシコ政府の中小企業政策と行政

体系 

(2) 中小企業人材育成のニーズ 

・ 中小企業コンサルタントの現状とコン

サルタントのパフォーマンスに係る評

価 

・ 中小企業コンサルタント訓練コースと

認定制度の現状 

・ 中小企業振興に求められるコンサル

タント資質の特定 

・ 中小企業コンサルタント訓練カリキュ

ラム改善に対するニーズ 

 

2. 総合的な中小企業人材養成制度に

係る計画の策定・提言 

(1) 経済省が実施すべき中小企業コン

サルタント認知及び登録システムに関

する提言 

・ 中小企業コンサルタント候補者の評

価基準及び評価システム 

・ コンサルタント評価システムに対する

認証基準及び認証システム 

・ 中小企業コンサルタントの再評価に

対する基準及び評価システム 

・ 既存の中小企業コンサルタント制度

を経済省が整備する認知・登録制度

に収斂するためのメカニズム 

(2) 中小企業コンサルタント養成制度の

改善計画 

・ 中小企業コンサルタント養成基準 

・ 中小企業コンサルタント養成カリキュ

・ 「調査の目的」にて記載したとおり、本

調査における人材養成の対象となる

「中小企業人材」は中小企業コンサル

タントであるため、文言上も明確にする

ために「中小企業人材」を「中小企業コ

ンサルタント」に修正した。 

・ 1.(1)において、前回の開発調査にて提

言された人材養成事業のレビューを追

加することで合意。レビューの対象範

囲については、①CONOCER が官報公

示した「中小企業コンサルタント認定基

準」の内容、実態、②CANCACINTRA

による中小企業コンサルタント養成コ

ース、③その他コンサルタント養成コー

スとすることで合意した（ミニッツにて

確認済み）。 
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メキシコ中小企業人材養成計画  

事前調査（その２） 調査・協議結果 

調査項目 過去の調査結果、現状、及び課題 対処方針 調査・協議結果 

 

ラムの改善モデルの提示 

・ コンサルタント認知・登録及び評価シ

ステムとのリンク 

(3) 中小企業人材養成プログラムの中

小企業政策・施策への統合に関する提

言 

・ 中小企業コンサルタントと中小企業

のマッチングシステム案の提示 

・ 中小企業コンサルタントを活用した

中小企業振興政策・施策案の提示 

・ 中小企業振興のための中小企業コ

ンサルタント活用に関するその他の

留意事項 

 

3. 中小企業コンサルタントに係る国家

資格認定制度を確立するための実行

計画に係る提言 

・ メキシコにおける国家資格認定制度

と組織体制の現状 

・ 望まれる包括的国家資格認定・認

証・評価基準及びシステムに係る提

言 

・ 経済省により確立された中小企業人

材養成プログラムを国家資格認定制

度に移行するためのロードマップ案

に関する提言 

６． 成果品  以下のとおりとすることを説明し、了承

を得る。 

1) インセプションレポート (英文 20 部、

西文 20 部、和文 5 部) 

2) インテリムレポート (英文 20 部、西

文 20 部、和文 5 部) 

3) ドラフトファイナルレポート (英文 20

部、西文 20 部、和文 5 部) 

4) ファイナルレポート (英文 20 部、西

文 20 部、和文 5 部) 

対処方針のとおり合意。 

７． 実施体制 ・ 要請書の記載は、経済省を実施機関（責

任機関）とし、CONOCER の協力を得て実

施することとされている。 

・ また CANACINTRA が実施するコンサルタ

ント養成カリキュラムの見直しを求めてい

る。 

・ 経済省と CONOCER の間で協力体

制が構築され、経済省の主導で整備

された中小企業コンサルタント認知・

評価・養成制度を、最終的には国家

資格認定制度に移行させることに対

し両者が協力する意図を有すること

を確認する。 

・ CANACINTRA の他、モンテレイ工科

大学等についてもコンサルタント養

成機関の候補であることから、本開

発調査の実施体制に含めることにつ

いて確認する。 

・ 本開発調査をモニタリングし、また関

係機関間の調整を図るため Steering 

Committee を設置することを説明し、

了承を得る。 

・ また、本開発調査を効果的効率的に

遂行し、調査結果の活用を促すため

Working Group を設置することを説明

し、了承を得る。 

・ 現在、メキシコ政府は中小企業公社

(Emprende Mexico)を設立する構想

を有しているところ、本開発調査の実

施体制に対して与える影響を確認す

るとともに、協議の結果、必要に応じ

て実施体制に組み入れることも検討

する。 

・ 経済省と CONOCER との協力体制を

構築することで合意（S/W の署名者に

ウィットネスとして CONOCER の代表を

追加）。 

・ 今般の事前調査では、当初モンテレイ

工科大学の訪問を予定していたが、事

前の情報収集の結果、同工科大学に

おいては小規模なインキュベーション・

センターを運営しているのみであり、同

様の施設はメキシコシティのインキュ

ベーション・センター（INCUBACKS）に

も存在していることが判明したため、最

終的には同工科大学の訪問は取り止

めたため、実態を把握することはでき

なかった。 

・ 養 成 機 関 の 候 補 機 関 と し て は 、

CANACINTRA が現時点では唯一の機

関であるが、本格調査にて ITM、UVM、

UNAM 、 CNEC 、 CENTRO-CRESE 、

COMPITE 等の機関の現状を把握した

うえで、協力可能な機関の見極めをす

る必要がある。 

・ 本格調査のモニタリングツールとして、

Steering Committee 及 び Working 

Group を設置することで合意し、2008

年 4 月末までに経済省が構成するメン

バーを確定し、JICA メキシコ事務所に

報告することとなった。なお、Woking 
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メキシコ中小企業人材養成計画  

事前調査（その２） 調査・協議結果 

調査項目 過去の調査結果、現状、及び課題 対処方針 調査・協議結果 

 

Group のメンバーは経済省と調査団を

コアメンバーとして、必要に応じて関係

機関からメンバーを招集することで合

意。 

・ 中小企業公社（Emprende Mexico）に

関しては、今般の事前調査（その２）に

おいて、Emprende Mexico は組織では

なく、プログラム名であることが判明し

た。ただし、同プログラムのなかで全国

の主要 100 都市に中小企業支援セン

ターを設置する計画が存在することが

判明した（2008 年中に 12 ヵ所設置予

定）。よって、本格調査においても同プ

ログラムにおける事業の進捗状況を十

分に把握する必要がある。 

８． カウンターパ

ート研修 

・ 現在のところ特に要請なし ・ カウンターパート研修実施の要望が

出た場合には、本開発調査の結果を

踏まえて実施が検討されている技術

協力プロジェクトの中で取り扱いを検

討することを先方に伝達する。 

・ 先方から、経済省等カウンターパート

の人材育成に係る要望があったことか

ら、2010 年度以降のカウンターパート

研修の実施を検討することとし、差し

当たり2009年度については、関連する

集団研修への参加を検討することとし

たい。本調査のカウンターパートの参

加が想定される集団研修は以下のと

おり。 

１） 中小企業政策セミナー（5、6 月）

２） 中小企業指導者育成（7、8 月） 

３） 中米地域官民パートナーシップ

による地域産業振興（8、9 月） 

４） 中小企業振興政策(A)（9、10 月）

５） 中南米地域起業・新規事業支援

研修（10～12 月） 

９． 事前評価の実

施 

 ・ 投入 2 億円未満の小規模案件であ

り、妥当性の観点からのみ事前評価

を行う。 

 

1) わが国の援助政策との整合性 

国家開発計画、2004 年 9 月に締結され

た日墨経済連携協定（EPA）等を踏ま

え、現地 ODA タスクフォースにおいて選

定されたわが国の援助重点分野の一

つとして、日墨経済連携協定の施行に

向けた協力があげられている。 また

JICA 事業実施計画においても、援助重

点分野の一つに産業開発と地域振興

があげられており、本案件はそのなか

で中小企業政策の強化（中小企業の競

争力の強化）に対応するものである。 

 

2) 相手国のニーズとの一致 

現カルデロン政権は、「近代的かつ競

争力のある経済の強化及び雇用の創

出」を治安及び貧困撲滅とともに最優

先課題に掲げている。また、前フォック

ス政権時に設置された経済省の中小企

業次官局を中心として、中小企業振興

に係る取り組みを引き続き進めている。

・ 相手国のニーズとの一致について、先

方経済省から中小企業振興政策は現

政権の最優先課題であることが、再三

にわたり説明された。実際に中小企業

基金による中小企業支援事業が進め

られており、人材育成、企業支援、中

小企業支援センターの設置等が経済

省を中心として実施されていることが

確認された。 
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＜事前調査（その１）＞ 

メキシコ側関係機関 

外務省（Secretaria de Relaciones Exteriores：SRE） 

Ms. Sonia Elena Gonzalez Aguirre, Diretora de Cooperacion con America Latina y el Caribe（ラテンアメ

リカ・カリブ諸国協力部長） 

Mr. Efrain del Angel Ramirez, Subdirector de Convenios y Programas de Cooperacion Bilateral para Asia

（条約・アジア二国間協力事業課長補佐） 

Ms. Veronica Zamora Aguilar, Coordinadora de Programas de Cooperacion Bilateral para Asia（アジア二

国間協力プログラム担当） 

 

経済省（Secretaria de Economia：SE） 

Mr. Luis Roberto Zapata Barradas, Director General de Negociaciones Multilaterales y Regionales（多国

間・地域間交渉局長） 

Mr. Victor M. Sandoval Rivera, Director General Adjunto de Informacion Empresarial（企業情報部次長） 

Mr. Humberto Noguera Blanco, Subdirector de Vinculacion Interinstitucional（組織連携課長補佐） 

Ms. Beatriz Chavez Arias, Directora de Capacitacion y Consultoria（人材育成・コンサルタント課長） 

Ms. Lilian M. Vazquez Jimenez, Subdirectora de Consultoria（コンサルタント課長補佐） 

 

全国職業能力標準化認定審議会（Consejo Nacional de Normalizacion y de Certificacion de 

Competencias Laborales：CONOCER） 

Mr. Alfredo Gonzalez Gonzalez, Responsable del Area de Certificacion（認証部次長） 

Mr. Bernardo Navarrete H., Responsable del Area de Certificacion（認証調整課） 

Mr. Fernando Gomez Jardon, Responsable del Area de Desarrollo Tecnico y Super（技術開発課） 

Mr. Juan Jose Lopez Gocobachi, Responsable de Vinnculacion（連携課） 

Mr. Jose Fco Montoya Noruarez（コンサルタント） 

 

全国製造業会議所（Camara Nacional de la Industria de Transformacion：CANACINTRA） 

Ms. Ana Maria Perez Novara, Coordinadora de Desarrollo de Negocios（事業開発課長） 

Mr. Manuel Ugarte Machorro, Coordinacion de Desarrollo de Proveedores（商業開発担当） 

Mr. Tetsuo Sekine（シニアボランティア（コーディネイター）） 

Mr. Katsuyuki Nakada（シニアボランティア） 

Mr. Takenori Hatano（シニアボランティア） 

Mr. Koji Masuda（シニアボランティア） 

 

日本側関係機関 

在メキシコ日本国大使館 

貴島 参事官（経済担当） 

吉屋 一等書記官（経済担当） 

 

4．主要面談者リスト
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JICA メキシコ事務所 

川路 所長 

上條 次長 

澤田 所員 

Mr. Alejandro Rios ナショナルスタッフ（産業分野担当） 

山脇 ふさ子 通訳 

 

＜事前調査（その２）＞ 

メキシコ側関係機関 

外務省（Secretarìa de Relaciones Exteriores：SRE） 

Mr. Màximo Romero Jimènez, Director General de Cooperaciòn Tècnica y Cientìfica 

（科学技術協力局長） 

Ms. Yuriria G. Garcìa Nùñez, Director de Asuntos Multilaterales, Àfrica y Medio Oriente 

（科学技術協力局アフリカ・中東担当部長） 

Mr. Efràin del Àngel Ramìrez, Subdirector de Convenios y Programas de Cooperaciòn Bilateral para Asia

（条約・アジア二国間協力事業課長補佐） 

 

経済省（Secretarìa de Economìa：SE） 

Mr. Josè Luis Sevilla Suàrez-Peredo, Director General, Subsecretarìa para la pequeña y mediana Empresa 

Direction General de Capacitaciòn y Innovaciòn Tecnologìa（中小企業局長） 

Mr. Vìctor M. Sandoval Rivera, Director General Adjunto Subsecretarìa para la pequeña y mediana y 

Mediana Empresa（中小企業局長補佐） 

Ms. Beatriz Chàvez Arias, Directora de Capacitaciòn y Consultorìa（人材育成・コンサルタント課長） 

Ms. Liliàn M. Vàzquez Jimènez, Subdirectora de Consultoria（コンサルタント課長補佐） 

Mr. Palemòn Gonzàlez Barrza, Director de Fomento a la Inversiòn y Coinverciones（投資促進部長） 

Ms. Marìa Aurora Gonzàels Valdèz, Directora de Desarrollo de Proveedores y Oportunidades de Negocio

（納入・下請企業、商機開発部長） 

Mr. Ivàn Oenelas Dìaz, Director of International Relations（国際関係部長） 

Mr. Alejandro Garcìa Vera, Subdirector de Estrategia y Vinculaciòn（戦略リンケージ部長） 

Mr. Rafael Dìaz Arrieta, Subdirector, Direction General de Capacitaciòn y Innovaciòn Tecnologìa 

（研修・技術革新課長代理） 

Mr. Ricardo Puentes Alvarez, Asesor, Subsecretarìa para la Pequeña y Mediana Empresa 

（中小企業局顧問） 

Ms. Marìa del Sol Rumayor Siller, Directora de Incubadoras（インキュベーター部長） 

Mr. Humberto Noguera Blanco, Subdirector de Vinculaciòn Interinstitucional（組織連携課長補佐） 

 

全国職業能力標準化認定審議会（Consejo Nacional de Normalizaciòn y de Certificaciòn de 

Competencias Laborales：CONOCER） 

Mr. Josè Gabriel Lòpez Garza, Director General Adjunto de Normarizaciòn（基準局次長） 

Mr. Jaime Bahena Legorreta, Reesponsable de Verficaciòn Metodològica（認証法責任者） 
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Ms. Liliana Delia Reyes Duarte, Directora de Normatividad para Operaciòn del SNCL 

（SNCL;職業能力基準システム 作業基準課長代理） 

Cristian Fèlix Valdez, Encargado del Despacho de la Direcciòn General y Apoderado General 

（一般法務処理担当） 

 

全国製造業会議所（Càmara Nacional de la Industria de Transformaciòn：CANACINTRA） 

Ms. Ana Marìa Pèrez Novara, Cordinadora de Desarrollo de Negocio（事業開発課長） 

Mr. Manuel Ugarte Macchorro, Cordinaciòn de Desarrollo de Proeveedors（商業開発担当） 

Ms. Juqnq Oliver Telis, Consultora（研修講師・コンサルタント） 

Mr. Takenori Hatano（シニアボランティア） 

Mr. Masayuki Daimon（シニアボランティア） 

Mr. Norio Watanabe（シニアボランティア） 

 

経営関係団体、企業 

Mr. Carlos Fano Jimènez, Jefe de Departmento de Induvaciòn de Empresas 

（インクバスク インキュベーター主任） 

Mr. Santiago Macìas Herrera, Coordinador General COMPITE 

（生産性技術革新全国審議会、主任調整員） 

Mr. Joel Cano, Visionaria（Aceleradora コンサルタント会社） 

Ms. Irma Reteria, Visionaria（Aceleradora コンサルタント会社） 

Mr. Francisco Javier Nùñez R., Director General, Talento Humano Global (thgO); Organismo Certìficado

（認証機関） 

Mr. Victor Manuel Reyes R., Vicepresidente, Asociaciòn de Consultores Certuficadores en Negocio, A.C. 

（認証機関） 

Mr. Luis Arturi Ocampo Carapia, Servicio deApoyo Corporativa, S.A. De C.V.（SACSA 認証機関） 

Mr. Mauricìo Rodorìguez Martìnez, Director General -Consultor Senior, Lajapyme（観光業研修企業） 

Mr. Areal Vasquez Gonzalez, Ingeneria, Diseño y Fabricaciòn, Maquilas y Procesos, S.A. 

（CANACINTRA 研修実施企業） 

Mr. Felipe de Jesùs Acosta Pèrez, Director General, Aceros Febare Internacional S. A. 

（CANACINTRA 研修実施企業） 

 

日本側関係機関 

在メキシコ日本国大使館 

吉屋 一等書記官（経済担当） 

山本 経済産業省日墨交換留学生 

 

JICA メキシコ事務所 

川路 所長 

上條 次長 

高橋 次長 
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澤田 所員 

Mr. Alejandro Rios 現地ナショナルスタッフ（産業分野担当） 
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事前調査（その 1） 

面談記録 

1. 日 時 2007 年 7月 19 日（木） 10:00～12:50 

2. 場 所 経済省 (SE)会議室 

3. 機関名 経済省 (Secretaria de Economia) 

4. 先方応対者 Mr. Efrain（外務省）、Mr. Sandovalほか（経済省） 

5. 当方出席者 吉屋書記官、上條次長、澤田所員、Mr. Alejandro、山脇通訳、調査団（榎下、

大塚） 

6. 面談内容 本事前調査（その 1）の目的を説明し、意見交換を行った。先方からの主な説

明は以下のとおり。 

・ 2006 年 12 月に発足したカルデロン政権は中小企業振興を重要視している。

新政権となってから国家開発計画が発表され、サブセクタープログラムの

なかで中小企業振興政策も策定中で 11月（11/5～11/9）の中小企業ウィー

クで発表される予定となっている。検討中の事項としては、メキシコ中小

企業公社（Emprende Mexico：米国の SBA (Small Business Administration)

に相当）を設立し、中小企業に関する情報収集、中小業診断、中小企業へ

の金融支援等を行う窓口のネットワークを構築する予定。 

・ 同中小企業政策では、支援対象者を以下のとおり 5 つに分類する予定。①

零細企業、②中小企業（より専門性のあるコンサルタントが必要）、③ガゼ

ール企業（めざましい発展をしている企業群で国際貿易の推進、フランチ

ャイズの導入の支援が必要）、④裾野産業（自動車業界などの大企業に部品

を納めるサプライヤー）、⑤起業（インキュベーション、シードキャピタル、

基本的な教育の支援が必要）。支援分野としては、金融、技術革新、流通、

企業文化、企業管理などを想定している。 

・ 中小企業コンサルタントの認証に関しては、経済省としてはその運用を早

急にスタートさせたいと考えているが、CONOCER 基準を活用した認証方法

（仕組み）については見直しが必要と考えており、経済省による認知

（Reconocimento）制度構築に向けて評価を行っているところである。 

・ 認知のプロセスは透明性かつ客観性のあるものでなくてはならず、経済省

としてはトライアルで独自の認知制度を実施したうえで、中期的には

CONOCER の仕組みに統合（移行）していくことを想定している（具体的な道

筋は CONOCER と合意しているわけではない）。ただし、CONOCER の基準に従

って認証を実施する場合、その組織体制が整備されるまでに 7～8ヵ月程度

必要であり、CONOCER は中小企業コンサルタント以外にも 500～600もの職

業能力に係る基準を策定していることから、一つ一つの基準の運用にはあ

まり重きを置いていないと感じられるので、当該分野の主管官庁たる経済

省が主導すべきと考えている。 

・ CONOCER が策定した中小企業コンサルタントの認定基準は経済省もその内

容については合意している。同認定基準の策定にあたっては、コンサルタ

ント部門の標準化委員会が組織され、全国製造業会議所（CANACINTRA）の

会長が委員長となり、経済省、労働省、公教育省、CANACINTRA、生産性技

術革新全国審議会（COMPITE）、企業競争力強化センター（CRECE）、アナガ

クア大学（南部）、その他大学、民間団体など 25 人が議論して策定したも

のである。ただし、2007 年に入ってから同標準化委員会は開催されていな

5．面談記録

- 60 -



いという現状もある。ちなみに、経済省は株の売買を行う代理人（仲買人、

公証人）を認知する独自の仕組みを有している。 

・ 経済省としては、同認知制度を導入することで良質なコンサルタントを同

定するとともに、全員が一定以上の能力を有するように能力強化を図りた

いと考えている。また、CONOCERとは補完関係を構築したいと考えている（経

済省は中小企業振興のために必要な中小企業コンサルタントが育成される

視点、CONOCER は一定の能力を有する人材が雇用される視点）。ただし、

CONOCER との調整については日本側にお願いしたい。 

・ メキシコの中小企業の実態を考慮すれば、コンサルタントに対して自らコ

スト負担をしてまでそのサービスを受ける企業は多くないと予想される。

よって、まずは業界団体とも接点のある経済省が主導する形で認知制度を

導入し、中小企業支援のためのツールとして、認知されたコンサルタント

が直接的に関与するなどコンサルタント資格を取ることに対してインセン

ティブをつくり出す必要があると考えている。同認知制度がコンサルタン

ト業界にて一定の認知を得られたあとで全国展開をしていくことが想定さ

れる。 

・ CONOCER 基準においては、前回の開発調査にて提言されたコンサルタントの

種別（ジュニア、シニア、技術系）等は含まれておらず、基本的には中小

企業コンサルタントは一種類である。ただし、中小企業の機能分野は 5 分

野（人材育成、管理、マーケティング・販売、オペレーション、財務）あ

り、一般知識とともに同 5 分野のうち最低 1 つの分野を選択して、認証を

受ける必要がある。今後の課題として、ジュニア、シニア等の階層の設定、

対外貿易等を専門にした技術系のコンサルタントの育成が必要となる。 

・ 中小企業支援分野における人材育成については、中小企業基金を活用して

既に CANACINTRA を通じて実施している。 

・ 現在経済省が実施しているプログラムの一例として、世界的な穀物（この

場合トウモロコシ）の価格上昇の影響も考慮して、「トルティージャ企業の

近代化」と称した競争力強化、生産性向上のための事業を検討中であり、

現在コンサルタントを公募している。経済省としては、中小企業コンサル

タント認知制度が存在すれば、このような公募に必要な手続きをスキップ

でき、より迅速な事業展開が可能になると考えている。 

7. 入手資料 なし 

 

面談記録 

1. 日 時 2007 年 7月 19 日（木） 13:20～15:20 

2. 場 所 全国職業能力標準化認定審議会（CONOCER）会議室 

3. 機関名 全国職業能力標準化認定審議会（CONOCER） 

4. 先方応対者 Mr. Efrain（外務省）、Mr. Gonzalezほか（CONOCER） 

5. 当方出席者 吉屋書記官、上條次長、澤田所員、Mr. Alejandro、山脇通訳、調査団（榎下、

大塚） 

6. 面談内容 本事前調査（その１）の目的を説明し、意見交換を行った。先方からの主な

説明は以下のとおり。 

・ CONOCER は既に約 600 の職業能力に関する認定基準を公布していて、そのう

ち 15の職業能力については認定証を発行している。専属スタッフは 150 人
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ほどいて、認定基準の策定に際しては、専門家による基準化委員会を設置

し、作業を行う。現時点で 20万人に対して認定証を発行済みで、将来的に

は 200 万人以上に認定証を発行したい。また、100 の認証機関と 1,000 以上

の評価センターを認定したいと考えている。 

・ 認証の枠組みとして、評価センターのなかには人材育成のみを行う組織（大

学、技術高校、民間のセンター、ウォルマート等のセンター）、人材育成、

評価の両方を行う組織、評価のみを行う組織が想定される。 

・ 認証機関と評価センターの認定方法について、基本的には 1 ヵ月程度で認

定される。プロセスとしては、CONOCER とその他のグループで条件を設定す

るが、最初のステップとしては組織の定款、資本、能力、倫理等 5 つの基

準を評価する。ただし、CONOCER により認定された組織が 1年間に 1度も認

定基準を活用しないと認定が却下される。現時点では 15の組織が認証機関

として CONOCER により認定されている。6ヵ月後には 25の組織を認証機関

として認定する予定。 

・ 中小企業コンサルタントの認定制度については 2006 年 10 月に官報公示さ

れた。CONOCER の役割は職業能力に関する認定基準・認定制度（認証機関、

評価センターの認定）の策定（サービスツールの提供）までであり、CONOCER

は認定のためのオペレーションを行う機関ではない。経済省が独自の認知

制度を導入したうえで、中期的に CONOCER の認証制度に統合していくこと

については全く問題ないと考えている。中小企業分野の主管官庁である経

済省のリーダーシップがあることが望ましい。開発調査を開始するにあた

っては、外務省を通じて経済省と CONOCER がしかるべく調整を行う必要が

ある。CONOCER が既に有する認証の枠組み（認証機関、評価センター）を利

用することも一案であろう（ただし、それを強要するものではない）。 

・ 具体的な職業能力の認証として、全国電気公社（CFE）の技術者認証がある。

CFE は約 8万人の技術者を抱え、これらの人材を育成するために 42の研修

センターを有している。この認証においては、CFE がプロジェクト管理者と

なり、87 個の CONOCER 職業能力認定基準に対して、CFE が 8 つの評価セン

ターを選択して認証を行っている。ちなみに既に 7 万 5,000 人が何らかの

資格を有している。 

・ 中小企業コンサルタントの認証においては、経済省がプロジェクト管理者

となり、認証機関、評価センター等の数を決定することが可能。ただし、

中小企業コンサルタントはレベル 5 に相当する職業能力なので、当然認証

のためには高いコストが必要となる。受益者がこれらのコストを負担でき

れば何ら問題はないが、受益者が負担できない場合には経済省がコスト負

担する等の工夫が必要となる。CONOCER はこれらのコストを削減するための

技術的な支援を行うことも可能である。 

・ 中小企業コンサルタントの認証に関しては 1 人当たり 2,500 ペソ程度が必

要となるが、例えば 1 度に 5～10 人を対象として試験等を行えるのであれ

ば、必要なコストは安くなることも考えられるので、全国展開をする前に

パイロット的なプロジェクトを実施して、きっちりとコスト積算をする必

要もある。ちなみに、CONOCERには 25％が手数料として支払われる。 

・ (外務省 Efrain 課長コメント） 外務省は日本との二国間協力事業を所管

しているが、経済省、CONOCER と意見調整を行い、経済省には CONOCER の認

- 62 -



証システムを理解してもらい、CONOCER には経済省の中小企業政策を理解し

てもらったうえで要請内容の変更について日本側に連絡したい。 

7. 入手資料 なし 

 

面談記録 

1. 日 時 2007 年 7月 20 日（金） 9:00～10:30 

2. 場 所 全国製造業会議所（CANACINTRA）会議室 

3. 機関名 全国製造業会議所（CANACINTRA） 

4. 先方応対者 Ms. Ana Maria（CANACINTRA）ほか 

5. 当方出席者 吉屋書記官、上條次長、澤田所員、Mr. Alejandro、山脇通訳、調査団（榎下、

大塚） 

6. 面談内容 本事前調査（その 1）の目的を説明し、意見交換を行った。先方からの主な説

明は以下のとおり。 

・ CANACINTRA は 3年前には労働省の外郭団体であったが、公教育省に属する

ようになった。ただし、公教育省からは予算がきていないので、各種委員

会で仕事をする予算がないという課題を抱えている。 

・ 中小企業コンサルタントについては、基準化委員会にて認定基準を設定し

た。この委員会のメンバーは CANACINTRA（委員長）、工科大学、コンサルタ

ント協会などであった。次のステップとしては評価ツール（ガイドライン）

を策定する必要があるものの、同委員会が最後に開催されたのは 2007 年 3

月 14 日であり、7月まで 4ヵ月間 CONOCER からのアクションは全くなかっ

た。これは想像するにCONOCER側の人材不足、CONOCER側が中小企業コンサ

ルタントの重要性を十分に認識していないことに起因すると考えられる。

・ 評価ツール（ガイドライン）が策定されると、次のステップとしては認証

機関、評価センターの CONOCER による認定が行われる。認証プロセスがス

タートすることになる。 

・ 以前 CONOCER によって認証された一般コンサルタントから想像すると、同

中小企業コンサルタントの認証に際して、レポートベースの評価が実施さ

れる可能性もあり、この場合技能のみの評価であって、知識を評価するこ

とにはならないので、不正行為が行われ、質の低いコンサルタントを生み

出してしまう可能性がある。CANACINTRA としてはこのような事態は絶対に

避けなければならないとの考えに基づき、CANACINTRA方式として理論・実

務の試験を行ったうえで一定レベル以上の人材に対してCANACINTRA認定証

を発行している。 

・ 一般の中小企業は CONOCER 自体を知らないので、CONOCER の認定証を持った

中小企業コンサルタントよりは経済省、CANACINTRA の認定証を持った中小

企業コンサルタントのほうが認知度は高くなると考えている。 

・ 中小企業コンサルタントの認証機関としては、メキシコ標準化認定機構

（Instituto Mexicano de Normanizacion y Certificacion：IMNC）がなる

ことも一案。 

7. 入手資料 なし 
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面談記録 

1. 日 時 2007 年 7月 20 日（金） 11:50～12:50 

2. 場 所 外務省会議室 

3. 機関名 関係者間合同会議 

4. 先方応対者 Ms. Elena、Mr. Efrain ほか（外務省）、Mr. Sandoval ほか（経済省）、Mr. Alfredo 

Gonzalez ほか（CONOCER） 

5. 当方出席者 吉屋書記官、上條次長、澤田所員、Mr. Alejandro、山脇通訳、調査団（榎下、

大塚） 

6. 面談内容 関係者間で合同会議を行った。各機関からの主なコメントは以下のとおり。 

（メキシコ経済省） 

・ CONOCER とは 2002 年から 2004年にかけて共同作業を行った経験がある。経

済省としては CONOCER の認証制度は非常に重要と考えており、質の高いコ

ンサルタントを育成することによって、CONOCER の仕組みに貢献できると考

えている。 

・ 経済省の関心事項は質の高いコンサルタントを認証・育成するシステムを

全国規模で作成することであり、その実現のために以下のステップが必要

と考えている。まずはステップ 1 として日本からの協力を受けて、中小企

業コンサルタント育成のための方法論の見直し、認証手段の見直しをする。

次にステップ 2 として CONOCER とともに評価ツール、人材養成システムを

普及する（CONOCER の制度が構築されるまでは、経済省独自の認証制度にて

実施）。最終段階ステップ 3として他の連邦機関（例えば農務省、労働省等）

を取り込みたい。 

・ 中小企業コンサルタントについては、中小企業基金を通じた事業に参入で

きるコンサルタントの条件にするなどインセンティブが必要になると考え

ている。 

（CONOCER） 

・ CONOCER の業務範囲は職業能力の認定基準・認証のための手段を構築するま

でである。認証機関については 2007 年中に 25 機関が認定される予定であ

り、認証のための仕組みは着々と整備されている。 

・ 中小企業コンサルタントの認証制度の構築については、メキシコの発展に

寄与するという観点から積極的に支援していきたいと考えている。例えば

認証機関は 2 ヵ月程度で認定できると考えているが、認証のためのコスト

をだれが負担するかなど検討事項は存在する。また、CANACINTRA やモンテ

レイ工科大学が育成しているコンサルタントは製造業向けであり、メキシ

コの経済構造を考慮すれば、観光業への適用も検討に値する。 

・ JICA の協力、中小企業コンサルタントの認定基準のアップデート、パイロ

ットプロジェクトの実施に対しては、支援していきたいと考えている。 

（JICA） 

・ 今次調査の印象を説明（団長所感の一部をスペイン語に訳して配布）。本件

を進めるにあたっては、メキシコ政府として本件を進める意思があること

を表明してもらいたいと考えている。外務省から口上書が発出されること

が望ましい。 

（メキシコ外務省） 

・ 口上書については発出したいと考えるが、まずは経済省と CONOCER との意
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見調整を踏まえ、経済省から外務省に対して文書が発出される必要がある。

7. 入手資料 なし 

 

面談記録 

1. 日 時 2007 年 7月 20 日（金） 17:20～18:20 

2. 場 所 経済省（SE）会議室 

3. 機関名 経済省（SE） 

4. 先方応対者 サパタ多国間・地域間交渉局長ほか（経済省） 

5. 当方出席者 吉屋書記官、上條次長、澤田所員、Mr. Alejandro、山脇通訳、調査団（榎下、

大塚） 

6. 面談内容 今次調査の印象を説明し、意見交換を行った。先方からの主なコメントは以

下のとおり。 

・ 現政権は、ソホ大臣が政権発足後、直ぐに日本を訪問したことからも分か

るように、日本との二国間協力に高い関心を有している。EPAのなかで戦略

的な協力関係を構築していきたいと考えている。また、現政権は中小企業

振興、特にサプライチェーンのなかでの裾野産業振興を重視しており、メ

キシコの中小企業の競争力を強化することで米国の市場への参入、中期的

にはアジア市場への参入を検討している。 

・ 中小企業コンサルタントの育成を目的とした「メキシコ中小企業人材養成

計画調査」については、現政権において EPA という幅広い協力案件の優先

順位を再検討した結果、優先的には実施していくべきとの結論に達した重

要な案件であり、今次調査団が調査開始に向けてポジティブな印象をもっ

たことは非常に嬉しいことである。調査団の説明について異論はなく、メ

キシコ外務省からの口上書が日本側に発出されるようにプッシュしていき

たい。 

7. 入手資料 なし 

 

事前調査（その 2） 

面談記録 

1. 日 時 2008 年 2月 21 日(木) 15：00～18：00 

2. 場 所 経済省 (SE)会議室 

3. 機関名 経済省 (Secretaria de Economia) 

4. 先方応対者 Víctor M. Sandoval Rivera, Director General Adjunto  

Beatriz Chávez Arias, Directora de Capacitación y Consultoría 

Lilian M. Vázquez Jiménez, Subdirectora de consultoría 

Palemón Gonzáles Barraza, Director de Fomento a la inversión y 

coninversiones 

5. 当方出席者 佐藤(調査団員)、澤田（JICA メキシコ事務所） 

6. 面談内容 ・ メキシコ企業の 99％は中小企業で占められており、その企業数は 400 万を

数える。中小企業の定義は 1998 年に決定されたが、その定義を作成した主

旨は中小企業への支援を容易にするために設定されたものである。したが

って、定義の変更はある。固定観念での定義ではなく、SME の定義は従業員

数 100 人を基準として定めている。しかし産業別に製造業と商業等のサー

ビス業は、各々の人数を 250 人と 100 人と定めている。前記 400 万の企業

- 65 -



のうち 380 万は Micro の小規模企業であり、多くの経営上の問題を抱えて

いる。 

・ 現カルデロン政権下でマクロ経済は好調とみなされるが、全企業の 72％を

占め、国内総生産の 48％を受け持つ小企業はその恩恵を直接受けていない。

政府は中小企業振興のため、全国 32州の地方政府と共同で、多くの振興策

を講じている。その概要は以下のとおりである。 

・ 経済省には中小企業への支援（SPYME）、国内商業の振興、対外経済交渉の 3

部門がある。 

① 中小企業への支援：SPYME（Sectretaría Pequña Mediana Empresa） 

SPYME はその傘下に多くの基金を設立して州政府と共同で中小企業支

援を実施している。その機関には Fondo PyME、Fondo Nacional de Epresa 

Sociál (FONAESA)、Programa Nacionál Financiera de Micro Empresario 

(PRONAFIN) などがある。これら基金の資金源は政府の予算であり、外国

からの援助資金は入っていない。 

② 国内商業の振興（Commerciao interior） 

この部門は商品流通を含む、物流管理と工業化支援のプログラムをソ

フト面で支援する活動を実施している。 

③ 対外経済交渉（Negocion） 

この説明は今回のプロジェクトに関係ないため省略された。 

・ 中小企業基金（Fondo PyME）について、昨年度は 35 億ペソの資金と 32 州

政府が準備した 30億ペソの資金と共同で中小企業への支援を実施した。本

年度は 27億ペソの資金で活動を継続している。また FONAESA は 8億ペソの

資金で活動している。そして PRONAFIN は 10 億ペソの資金を銀行に貸し付

ける形式で、1企業 3万ペソを限度に財政的な支援をしている。これら基金

のうち、Fondo PyME は資金援助だけでなく、経営改善のためのコンサルタ

ントの訓練を実施し、訓練修了者をコンサルタントとして認定し、中小企

業の支援にあたらせている。 

7. 入手資料 なし 

 

面談記録 

1. 日 時 2008 年 2月 22 日(金) 10：00～13：00 

2. 場 所 CONOCER 会議室 

3. 機関名 Consejo Nacional de Normalización y de Certificación de Competencias 

Laborales (CONOCER：全国職業能力標準化認定審議会) 

4. 先方応対者 Cristian Félix Valdez, Encargado del Despacho de la Dirección General 

y  Apoderado General de CONOCER 

José Gabriel López Garza, Director General Adunto de Normalización 

Liliana Delia Reyes Duarte, Directora de Normatividad para Operación del 

SNLC ほか 

6人 CONOCER より出席 合計10人が会議に出席 

経済省より以下の 3人 

Víctor M. Sandoval Rivera, Director General Adjunto  

Beatriz Chávez Arias, Directora de Capacitación y Consultoría 

Lilian M. Vázquez Jiménez, Subdirectora de consultoría 
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5. 当方出席者 佐藤(調査団員)、澤田（JICA メキシコ事務所） 

6. 面談内容 ・ Lic Cristian Félix Vadez の挨拶で開始された会議は、CONOCER の用意し

たスライド“Visión General del Consejo Nacional de Normalización y de 

Certificación de Competencias Laborales” を用いて José Gabriel López 

Garza により CONOCER を紹介する形式によって進められた。このなかで、現

政府は制度の強化を求めていると、CONOCER の存在を誇示する話が含まれて

いた。そして、コンサルタント制度に関して、2002 年以来の検討されてい

る経緯の紹介があった。このなかで、大学、SEP、JICA を含めた活動で

Capacitacion（Training）も実施したが、2003 年で終了したとの説明があ

った。この説明は、JICA の実施した「「メ国」中小企業コンサルタント養成・

認定制度調査」の第 2章 2.1 に記されている、CONOCERの一般コンサルタン

ト基準に記されている内容であった。そして説明がスライドに沿った形式

的な内容で具体的に当方が知ろうとする内容に乏しかった。そのため、澤

田所員のご助言により一旦説明を中断して、当方の質問に答える形式に会

議の方式を変更した。 

 

その結果、CONOCER の活動に関して下記の点が明らかになった。 

・ CONOCER の職員数：123 人 2008 年の作成基準：26 現在までに作成された

基準数：631 基準づくりは、CONOCER → 認証機関（OC: Organizmo 

Certificadors、約 20団体） → 評価センター（CE:Centro Evaluadors、

全国で約 400 団体）で行われる。この質問に答えたのは主に基準づくりに

かかわっている Liliana Delia Reyes Duarte であった。彼女が当方の質問

に答えた後は、José Gabriel López Garza よりスライドの説明を引継ぎ最

後まで説明を続けた。その結果、コンサルタント認証の基準づくりに関し

ては、経済省の考えている方向と同じであることが判明した。そして、こ

の認証制度に関して、CONOCER と SEP の間に Convenio（Agreement）がある

との発言があり、説明は終了した。 

7. 入手資料 CONOCER の説明資料（CDを含む） 

 

面談記録 

1. 日 時 2008 年 2月 22 日(金) 16：00～18：00 

2. 場 所 CANACINTRA 会議室 

3. 機関名 Càmara Nacional de la Industria de Transformaciòn  

CANACINTRA (全国製造業会議所) 

4. 先方応対者 M.E. Ana María Pérez, Coordinadora de Desarrollo de Negocios 

LicJuana Oliver Tekus, Consultara 

Ing. Manuel Ugarete Machorro, Coordinador de Dessarrollo de Proveedores

Ing. Takenori Hatano, Asesor Técnico en 5S TPM y Kaizen (JICA SV) 

他 CANACINTRAより 1人、経済省より 2人出席 

Beatriz Chávez Arias, Directora de Capacitación y Consultoría 

Lilian M. Vázquez Jiménez, Subdirctora de consultoría 

5. 当方出席者 佐藤(調査団員) 

6. 面談内容 CANACINTRA の活動の中心人物 M.E. Ana María Pérez 女史より本会議所の活動

に関する説明が以下のとおりあった。 
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・ 当会議所の活動は 2002 年に Pilot Course を始めたことで開始された。1997

年に SECOFI と JICA による Supporting Industry 開発計画策定が、Pilot 

Course 開始の契機となっている。これにより、経営コンサルタントのサー

ビスを向上させるため、経営コンサルタント研修コース開発が企画され、実

施されてきた。 

・ この計画に沿い、パイロットコースが 2002 年から開始され、現在 CANACINTRA

は 8 Module のコンサルタント養成講座を実施している。 

・ 研修コースのインストラクターとして5人の資格のある経営コンサルタント

が存在し、そのうちの 2 人は CANACINTRA の研修講師である。他は外部時間

講師を招へいしている。 

・ CANACINTRA は教材の改善を実施している。経営の理論と精神面を教える教材

は、訓練が実施されるたびに改訂され、最新なものにされている。 

・ 経営実務の教材は研修が実施されるごとに改善されている。これは

CANACINTRA の講師 2人と JICA から派遣されている 2人のシニアボランティ

アにより実施されている。 

・ 2004 年 9 月から 2008 年 2 月までに、10回研修コースを実施し、205 人のコ

ンサルタントを養成した。これにより、経営理論と実務実習は全国 26 州に

及んでいる。研修生は 34％がコンサルティング企業、23％が個人コンサルタ

ント、9％が企業派遣、34％が大学よりの出席者となっている。この 10コー

スのうち、8コースは経済省の援助を受けている。 

・ 研修では希望者に教材を手渡し、ビデオ講義を通じて勉強してもらい、その

後インターネットを通じて 500 の質問を出し、解答してもらう。その成績が

80％以上の者だけを研修対象者として選定し、研修に参加させている。 

・ コースは 1週間。理論と実習の繰り返しで、最後に実習結果の発表をさせて

いる。さらに研修終了後も定期的に実習対象企業に戻り、指導結果をチェッ

クさせ、さらに指導を繰り返させている。これにより、本の知識中心のコン

サルタントではなく、経営改善を実施できるコンサルタントの育成を図って

いる。 

7. 入手資料 教材資料一式（DVD を含む） 

 

面談記録 

1. 日 時 2008 年 2月 25 日(月) 10：00～13：00 

2. 場 所 INCUBASK（インキュベーター）会議室 

3. 機関名 INCUBASK; Centro de Incubaciòn de Empresas 

4. 先方応対者 Ing. Santiago Macìas Herrera 

5. 当方出席者 佐藤(調査団員)、上條次長、Alejandro Rios（JICA メキシコ事務所） 

6. 面談内容 ・ メキシコにおけるインキュベーター事業はConacytの主導で開始された、「先

端技術支援プロジェクト」であるが、その後終了してしまった。そして、フ

ォックス政権になって再開され中小企業基金（Fondo PyME）の活用により強

化された。現在は全国的に展開しており、訪問したインキュベーター、

INCUBASK は、メキシコ州立大学の施設であるが、スペインのバスク州政府の

援助で設立された。土地面積 10,000 ㎡の敷地に 2,500 ㎡の建物を持つ。そ

の中に 11 の企業が入居している。業種は金属加工、自動車部品、サプリメ

ントを含む製薬、化粧品、建築、文化事業（衣服付属品、ブランドライセン
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ス等）、建築サービス、農業ビジネス（生物的な手段による菌除去）、食品加

工（トルティージャ）と多様な業種となっている。 

・ このうちほとんどの企業は資本金なしで入居し、Capital Semilla（ベンチ

ャーキャピタル）から年率 7％の融資を受けて事業を開始している。融資額

は高度技術を必要とする企業は 100 万ペソ、大半は 30 万ペソの融資を受け

ている。アドバイスを受けた起業は 80％以上が成功しているが、受けない起

業は 80％が失敗している。 

・ INCUBASK はこれら入居企業を経営的観点から支援するために経営コンサル

タントを Tutor として配置している。支援対象分野はマーケティング、経営

管理、財務、生産管理と 4分野である。これらコンサルタントは研修の設計

と授業実施に関して認証を得ている。Tutor は大学職員であるが、外部コン

サルタントを招へいする場合は別途謝金を支払っている。企業の自立精神を

涵養するために入居企業はコンサルタントのサービスを受けた場合は対価

を支払う。 

・ 起業家は入居後 INCUBASK から、これら Tutor の支援のほかに様々な支援を

大学側から受けている。しかし、企業は小規模であり問題点も多い。この施

設の入居は高度技術を有する企業の場合 4年、一般技術を有する場合 2年を

限度としているが、その期間内に外部で事業を継続できるまでに成長するこ

とが困難な企業もある。外部に出た場合は 80％の企業にはフォローアップを

実施しているが、連絡が途絶える企業もある。 

・ 経営上の問題点は支払いと入金のタイムラグである。入金までに時間がかか

るため、事業を拡大する市場があっても、「勘定合って銭足らず」の状況と

なり、運転資金が枯渇する。また起業家が理想を求め従業員の給与水準を高

く設定する傾向がある点もあげられる。 

7. 入手資料 紹介パンフレット 

 

面談記録 

1. 日 時 2008 年 2月 25 日(月) 16：00～18：00 

2. 場 所 COMPITE 会議室 

3. 機関名 COMPITE；Consultorìa en Productividad, Calidad y Responsibilidad Social

（生産性技術革新全国審議会） 

4. 先方応対者 Ing. Santiago Macìas Herrera 

5. 当方出席者 佐藤(調査団員) 

6. 面談内容 ・ 本組織は 1997 年に設立された、商工会議所が所有する純粋な民間組織であ

る。経済省とは密接な関係であり、中小企業を支援する質の高いコンサルタ

ントを提供している。Fondo PyME が設立される以前より活動している。その

内容は特に経営改善関連の研修に力を入れている。 

・ 研修の講師はCOMPITEと契約した能力のある経営コンサルタントが実施して

いる。顧客はトレーニングサービスを受けた場合には対価を支払う仕組みに

なっている。結果が出ない場合は、別のコンサルタントの派遣も実施する。

これは無償で実施するため、コンサルタントの質の確保には配慮しており、

本機関のコンサルタントになるのは超難関との風評がある。現在 240 人のコ

ンサルタントが登録しているが、選考は厳しく合格率は 10％程度である。 

・ コンサルタントとして受け入れる基準は、3年間コンサルタントとして生計
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を立て、2 年間のコーチングに携わっていることが必須条件である。採用に

は 1時間の面接と筆記試験を実施する。そして経済省、商工会議所、COMPITE

の事務局から3人のコンサルタントが同行して企業におけるコンサルタント

の実技試験を実施して、採用の可否を決めている。こうしたコンサルタント

を活用した営業実績は、零細企業 50％、小企業 35％、中企業 10％、大企業

5％である。収入源の割合は経済省 30％、民間企業 70％である。支援を行っ

た場合の企業側の経費負担率は、零細企業 30％、小企業 50％、中企業 70％、

大企業は 100％で補助はない。 

・ COMPITE の活動はプログラミング、トレーニング、調査と経営全般の多岐に

わたっている。その活動範囲はメキシコを中心に中南米全域に及んでいる。

この活動のなかで最も力を注いでいるのは研修である。生産性、会社の経営

効率を向上させる研修で製造業を対象にしている。ワークショップは 5日間

で 20人を対象に、ムダをなくす研修を実施している。 

・ このように COMPITE は内部にコンサルタントを抱えず、すべて契約したコン

サルタントにより事業を展開している。そのため COMPITE の事務所は数人の

スタッフが常駐する事務局の性格をもつものである。 

7. 入手資料 教材資料一式 

 

面談記録 

1. 日 時 2008 年 2月 26 日(火) 9：00～18：00 

2. 場 所 経済省会議室 

3. 機関名 経済省 

4. 先方応対者 Lic. Jose Luis Sevilla Suàrez-Peredo（経済省中小企業次官） 

Ing. Ricardo Puentas Alvarez, Coordinador y Asesor 

Lic. Miguel Angel Victoria Muñoz, Director General de Desarrollo 

Empreasria y Oportunidades de Negocios 

Lic. Maria del Sol Rumayor Siller, Directora de Modernizaciòn 

Lic. Omar Ibarra Nakamichi, Coordinador General de Tecnologìa 

Lic. Ivàn Ornelas Diaz, Director de vinculaciòn Internacional 

Kuc. Beatrìz Chàvez Arias, Directora de Capacitacìon y Consultorìa  

5. 当方出席者 佐藤(調査団員)、上條次長、Alejandro Rios（JICA メキシコ事務所） 

6. 面談内容 経済省の中小企業次官局の各部門から、経済省による中小企業支援に係る概要

説明を受けた。冒頭 Sevilla 次官よりコンサルティング制度設定のプログラム

に関して発言があり、コンサルタント能力の測定が不可能であり、これを解決

して制度を定着させたいと発言があった。日本がオファーしてくれるレベルは

測定が可能であり、標準化が可能なものにしてほしいとの要望があった。以下

は各部門の説明概要である。 

① Centro Mèxico Emprènde 

中小企業支援と情報提供を目的に設立された。諸外国の中小企業支援策の

調査を実施（米国、フランス、カナダ、スペイン、チリなど）。企業支援に

は認定を受けたコンサルタントの活動が必要である。現在 200 人が認証を受

けて活動している。 

② Programa de Desarrollo de Proveedores. Articulo productivos 

経済省は中小零細企業を規模の大きな企業へ発展する諸施策をとってい

- 70 -



る。大学とも提携し、起業家支援を実施している。これは中小企業が離陸期

企業（Gacela）に至るまでの支援である。企業の成長に応じてコンサルタン

トの役割は変化する。現在 Aceleradora 14 社が企業支援を実施している。

産業育成のテクノパークは現在 8 ヵ所ある。各パークのテーマは異なる。4

大学がこの事業に関連し支援を実施している。 

③ Financiamiento a las PYMES, Extensionistas Financieros 資金援助 

市中銀行は業務処理コストの関連で中小企業には融資を行っていない。そ

のため政府により Fondo PyME が設立された。その資金は 1,000 万米ドルで

開始されたが、現在は 8,250 万米ドルになっている。1995 年の経済危機の際

に SME 向けのクレジットが低迷。SME は常に資金難であった。経営計画もな

く、融資申請方法も知らず、銀行へのアクセスは不可能であった。そこで、

Sistema Nacional de Fondos de Garantia による Fondo de Garantia が誕生

した。支払いを途中で止めた企業は 1％以下で、これにより銀行は零細企業

をよき顧客だとみなすようになった。現在は銀行には中小零細企業の担当セ

クションがある。これにはクレジットのマネージメントをするコンサルタン

ト「Extensionista」を雇用し、貸付企業のカルテを作成している。各州と

連邦政府はこの事業を支援しており、企業診断に 500、フォローアップに

1,000、クレジットに 2,000～2,500 米ドル支援している。クレジット

「Extensionismo」の構成は、診断、融資の可否、企業と共に銀行を選定す

るなどである。これは緊急時に有効で、現在 428 件ある。Capital Semilla

（ベンチャーキャピタル）は起業家支援の資金援助として 2005 年に発足。

その後機能を拡大し、銀行クレジットにアクセスする道を拓いた。今後もこ

の経験を活用し連携とパートナーシップを促進して中小企業振興を図る。例

として Mi Tortilla が紹介された。これは財務コンサルタントが企業の研修

を実施して、融資を受けるにはビジネスプランを作成する大切さを教える。

銀行の貸出期間は 3年が限度であることなどを徹底させ、零細企業であって

もビジネスの基本を守ることを徹底させたうえで、融資にもっていく方法を

採用している。 

④ Incubator（Programa de Incubaciòn de Empresas. Especialistas en 

tecnologia） 

この振興は Programa Nacional de Incubadoras de Empresas を通じて実

施されている。このプログラムは Programa Nacional de Empredores のなか

のプログラムである。企業運営に関し、4 タイプのコンサルタント支援を実

施している。計画では全国に 500 の Incubator を設立し、7万社で 35万人を

雇用するとしている。しかし、63％は教育機構が運営しているため、テーマ

が高度先端技術と称し、Academic に偏る傾向がある。インキュベーターのコ

ンサルタントの多くは大学の講師であり、彼らの指導では、経営実務と乖離

した方向に企業が進む危険がある。これを是正するコンサルタント制度の確

立が必要である。これには、CONOCER との連携が必要である。設立された企

業と創出された雇用をもとにして 2008 年度の達成度をチェックする方向で

準備が進んでいる。 

⑤ Tecnologìa Empresarial y Aceleraciòn de Empresas. Especialistas en 

tecnologia(トレーニングとコンサルタント支援) 

零細中小企業支援のコンセプトがある。それはすべて小企業が上のレベル
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に引き上げられることを目的にしている。通常 80％の企業経営者は即効性を

求める。経営トップ向けのトレーニングコースを用意し、実効性のある企業

発展のプロセスを教育している。そして、100 以上ある Fondo PyME の支援項

目を徹底させて、正しい資金利用を啓もうしている。Fondo PyME は全国レベ

ル、地方レベル、州レベルで支援を実施しているので、これに合わせた研修

を実施している。研修は CANACINTRA はじめ、民間の研修機関に委託して実

行している。その実施は Centro Crece が主体となり、これに各地方の

Regional が続く。Centro Crece とは Centro para desarrollo de la 

competitividad Empresarial. と Centro Regional para el desarrollo de la 

Competitividad Empresarial である。 

⑥ Tractores（牽引企業；大企業） 

この企業群は離陸期企業（Gacela）の上位に位置する大企業グループで、

メキシコ経済の牽引を担う企業をさす。納入業者（Proeevedor）の開発に寄

与し、Gacela 企業の開発に貢献している。具体的には1つの問題から多くの

問題を考えるために、投資家を招待して Proeevedor との会議を開催してい

る。こうして零細中小企業を引き込みながら、彼らの企業規模拡大をめざし

ている。そのための Pilot Project も実施し、120 社の零細中小企業に影響

を及ぼした。Project の期間は 10 ヵ月で、その間に Proeevedor がどこの地

点で納入した品物の入金が確認できるかなどの事例を示した。 

⑦ International Relations 

この事業の目的は輸出促進にある。中小企業育成には直接関係はないが、

間接的に関連がある。経済省はメキシコ全土 32 州すべてで輸出プロジェク

トを実行している。この分野での専門のコンサルタントは存在しない。国際

機関や APEC のセミナーに出席したりしてコンサルタントの方向づけを模索

しているが、国際貿易のコンサルタント認証は範囲が広いために難しい。国

際的な商業活動は幅が広いので、そのすべてをカバーする支援サービスは困

難である。 

7. 入手資料 スライド印刷資料一式 

 

面談記録 

1. 日 時 2008 年 2月 27 日(火) 16：00～18：00 

2. 場 所 経済省会議室 

3. 機関名 Layapime 社 

4. 先方応対者 Mauricio Rodrìguez Matìnez 

5. 当方出席者 榎下（調査団長)、大塚、佐藤（調査団員） 

6. 面談内容 ・ この企業はサービス業への企業研修を目的にして 2002 年に設立された。中

小企業基金（Fondo PyME）の資金を利用して 3,000 社に研修を実施している。

独自に研修内容を開発し観光省（Secretarìa Turismo）とも契約している。

現在250人が研修で受けたツールを利用できるコンサルタントとして登録さ

れている。 

・ 説明を行った Mauricio 氏は日本の AOTS で研修を受け、現在メキシコ AOTS

研修生の会長をしている。実際に実施している研修内容は 5S、リーダーシッ

プ、Calidad Humano（人間品質）、QC手法など Visualな教材を用いて実施し

ている。教材の量は 180 ページになる。 
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・ 研修は 6 Session に分けて実施しており、全国で 1 日に平均 10 社に対して

研修を実施している。企業の研修に対する負担は Fondo PyME の支援がある

ため、企業側は授業料 1万 5,000 ペソのうち20％を支払えばよい。 

・ 研修期間は 2週間を原則としている。情報を共有するためにフォーラムも実

施している。2007年は 1,800 社で研修を実施したが、本年は更に多くなる見

通しである。これは、Centro Desarrollo Empresarioとの連携があるからで

ある。 

7. 入手資料 教材資料一式 

 

面談記録 

1. 日 時 2008 年 2月 27 日(火) 18：00～19：00 

2. 場 所 経済省会議室 

3. 機関名 経済省中小企業基金（Fondo PyME）に関するヒアリング 

4. 先方応対者 Mauricio Rodriguez （Layapime 社） 

Víctor M. Sandoval Rivera. Director General Adjunto SE の代行 

5. 当方出席者 榎下（調査団長)、大塚、佐藤（調査団員） 

6. 面談内容 ・ 本基金は中小零細企業の支援の一助、特に競争力強化を目的として、積極的

な経営態度をとる小規模企業を支援するために設立された。 

・ 現在までに 567 プロジェクトに融資を実施し、それに関連した企業数は約 34

万 5,000 社となっている。このプロジェクトを進めるにあたり、研修を担当

するコンサルタントが 90 人存在する。そしてリーン生産方式はじめ企業の

競争力強化のシステムを教えている。この研修に経済省は直接関係はしてい

ない。 

・ 融資の審査は国、地方、州の各レベルで実施されている。州レベルでは技術

サブコミティーが審査にあたっている。最終審査は審議会を通す形式を採用

している。この審議会のメンバーは経済省中小企業担当次官、関連する 3部

長、2 人の州代表で構成される。この貸付スキームは以下の 3 つの特徴をも

つ。①融資申請提出への仲介、②プロジェクトは規模と種類に応じて 3水準、

③州レベルで承認の際に評価を実施する。企業への貸し付けは審議の過程で

100％補助金になる場合もある。しかし一般的には融資金は返済しなければ

ならない。 

・ 申請書の作成にはコンサルタントがかかわっている。コンサルタントには

General と Special の 2タイプのコンサルタントが存在する。いずれのコン

サルタントも CANACINTRA が養成している。 

・ 融資の都市別分布はメキシコシティ、モンテレイ、レオンなどが多い。農村

地域では社会的に貢献できる企業に資金を供給している。これらの業務には

コンサルタントの活動が不可欠である。 

・ 現在、経済省が支援するコンサルタントに関しては全国に 52 ヵ所事務所を

持ち、資金の使い方などのフォローを実施している。今後融資先の評価方法

のシステム化が必要となる。そのインパクト調査を大学に委託している。 

・ Fondo PyME の今後の方向は、中小企業基金申請にしっかりしたルールを決

め、資金の使い方を決めた規則を作成する点がある。本基金は、メキシコで

唯一零細中小企業を支援する基金である。メキシコの零細中小企業を発展さ

せる戦略を実現する資金源とならなければならない。その意味でコンサルタ
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ントの役割は重要である。今後各省との連携も強める予定である。その窓口

（Ventanilla）として、Centro Mexico Emprende を予定している。これによ

り融資企業へのフォローアップも強化されると期待される。 

7. 入手資料 説明資料一式 

 

面談記録 

1. 日 時 2008 年 2月 28 日(木) 10：00～11：00 

2. 場 所 外務省会議室 

3. 機関名 Direcciòn General de Cooperaciòn Tècnica y Cientìfica; DGCTC（外務省）

4. 先方応対者 Metro Màsimo R. Jimènez, Director General DGCTC 

Yuria G. Garcìa Nùñez, Directora DGCTC 

Efraìn del Àngel Ramìrez, Subdirector de Convenio y Programas DGCTC 

5. 当方出席者 榎下（調査団長)、大塚、佐藤（調査団員）、上條次長、A. Rios（JICA メキシ

コ事務所） 

6. 面談内容 ・ 冒頭 Jimènez DGCTC 局長より、今回の事前調査は非常に興味があると発言が

あった。さらに中小企業振興はメキシコにとり重要であると指摘があった。

そして、これに関しては経済省が政策をつくり、企業が身近に感じる施策を

実行している。具体的には、新しい調査を通じて、GACELA クラスの企業のサ

プライチェーン（Cadena）を形成させることが求められると期待が表明され

た。 

・ UNIDO（国連工業開発機関）メキシコ事務所がサプライチェーン形成のため

の援助を図っており、何かあると便宜を図っている。今回の調査も零細中小

企業が離陸期の企業になる役目を果たしてもらいたい。 

・ Yuria 次長からは、今回の S/Wの細かな点に問題はないとの指摘があった。

7. 入手資料 なし 

 

面談記録 

1. 日 時 2008 年 2月 28 日(木) 17：00～19：00 

2. 場 所 経済省会議室 

3. 機関名 経済省 

4. 先方応対者 Lic. Jose Luis Sevilla Suàrez-Peredo 経済省中小企業次官 

Víctor M. Sandoval Rivera, Director General Adjunto  

Beatriz Chávez Arias, Directora de Capacitación y Consultoría 

Lilian M. Vázquez Jiménez, Subdirectora de consultoría 

5. 当方出席者 榎下（調査団長)、大塚、佐藤（調査団員）、山本 METI 日墨研修生 

6. 面談内容 官団員による Sevilla 中小企業次官への表敬訪問が実施された。Sevilla 次官

の主な発言は以下のとおり。 

・ 自分は故郷の Sinaloa に会社を所有しており、コンサルタントによる指導で

マーケットをはじめ改善された面が多い。有能なコンサルタントの確保は中

小企業の発展に重要であると感じている。コンサルタントの活動は企業に貢

献するが、その効果を完全に発揮するに至るプロセスが描けないケースが多

い。これはメキシコ人の考え方が多様であるためと考えている。 

・ こうした経営環境の下で、コンサルタントの質の測定は困難を伴う。中小企

業を支援するためのコンサルタント制度の確立は急務である。コンサルタン
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トが機能するケースとして、2回の診断で機械の調子がよくなった例もある。

メキシコ企業は工場近代化が遅れているため、米国から中古機械を購入する

ケースが多い。しかし、中古ゆえに問題も多かった。現在は新技術の機械を

購入する Credit のシステムが構築された。これがうまく機能すれば、一般

市中銀行も資金を供給する態勢になるはずである。機械だけでなく、新技術

を含んだ施設を購入する。そのために質の高いコンサルタントが求められて

いる。 

・ これを具体化して進めるためにMèxico Emprende の構想が固まった。これは

プログラムであり、具体的には Centro Mèxico Emprende がメキシコ各地に

設立される予定である。この、Mèxico Emprende のために 250 人のコンサル

タントが Sinaloa で養成された。Centro Mèxico Emprende をコンサルタント

の評価を担う団体にしたい。本格調査での検証を期待したい。コンサルタン

ト制度に関しては Acreditación を経済省が行うようになれば、省の活動は

高く評価されるであろう。サービスの標準化を中心に検討すれば、CONOCER

も基準にはこだわらないかもしれない。いずれにしても、今回の本格調査で、

Centro Mèxico Emprende が評価を担う団体となり、他の関連機関が CONOCER

の標準に沿って活動する。このなかにはコンサルタント養成の研修機関とし

て候補も確定する。以上の内容を含んだ本格調査を期待したい。 

これに対しわが方は、仮説を検証するステップを踏み、順次コンサルタント制

度を実現する方向で調査を進めたいと述べた。 

7. 入手資料 説明資料なし 

 

面談記録 

1. 日 時 2008 年 2月 29 日(金) 13：00～16：00 

2. 場 所 Organismo Cerfificador Talento Humano Global 社会議室 

3. 機関名 Centro de Evaluacion Acredutacion en Empresa Lborares 

コンサルタント制度の認証機関 

4. 先方応対者 Francisco Javier Nùñez R. , Director General thgsc 

Luis Arturo Ocampo Carpia, Servicio de Apoyo Corperativo S.A. SACSA 

Victor Manuel Reyes R. , Vicepresidente Asociaciòn de Consultores 

Cerrtificados en Negocio  

経済省からの同行者 

Beatriz Chávez Arias, Directora de Capacitación y Consultoría 

Lilian M. Vázquez Jiménez, Subdirectora de consultoría 

CONOCER からの出席者 

Jaime Bahena Legorreta, Responsable de Vertificaciòn Metodològia 

5. 当方出席者 榎下（調査団長)、大塚、佐藤（調査団員）、山本 METI日墨研修生、上條次長、

Alejandro Rios （JICA メキシコ事務所） 

6. 面談内容 今回訪問した機関はコンサルタント制度の審査認証機関である。CONOCER が定

めた一般コンサルタントの資格認証機関である。同機関のほか、認証に関係し

ている 2つの機関のスタッフがわれわれを迎えてくれた。そして一般コンサル

タントが認定されるプロセスをシュミレーションを通じて説明するとともに、

認証制度の仕組みと、その実態に関する説明があった。これらの組織は CONOCER

と契約している。この資格を得る実際の審査は次のステップで実施している。

- 75 -



Step 1. 公式なチェック；法的な面で会社設立と定款が揃っているか？ 

Step 2. 評価センターとしての技術的インフラ；評価のプロセスに必要な人

材が確保できているか？スタッフは評価対象の資格証明を得ている

か？評価センターとしての物理的基準要件を満たしているか？例え

ば、運輸業者の評価、運転手の能力等を評価できるか？  

Step 3. 評価センターの認定；契約に法的根拠があるか？評価↔認証の契約が

揃っているか？ 

・ 以上のステップを踏み、評価センターとして承認される。承認された評価セ

ンターは Web Site（www.thgsc.com.mx）に公表される。評価センターはセク

ターごとに存在し、全国に約 400 存在する。評価のための申請には 670～750

ペソが必要である。必要金額は認定基準により異なる。コンサルタント申請

は 750 ペソである。これを支払い、すべてのステップをクリアすれば基準を

熟知しているものとしてコンサルタントとして認定される。基準（Norm）を

満たす者の選定には条件がある。候補者が多いときは候補者を評価するすべ

ての情報を集める。コンサルタントとしての能力はパフォーマンスだけでな

く、質問表に記入させて併せて紙ベースでも評価する。この記入の際の態度

も評価に加える。これを元にして Evidence のポートフォリオを作成する。

これには 15～20 時間が必要である。そして結果を出して候補者に通知する。

・ 合格者は認証発行の経費（150 米ドル程度）を支払う。そしてポートフォリ

オが認証機関へ送付され、CONOCER に通知される。CONOCER は認証証明書を

発行する。不合格者には学習のルートを示す。評価センターでも研修を行う

能力はあるが、通常は専門の研修機関を紹介する。以上の仕組みを図式にす

ると、CONOCER→認証機関→評価センター→申請者の順で認証が行われる。

このプロセスの基準レベルは高く、申請者も知っている。したがって、その

困難な部分をパスできる自信のある者だけが申請をするため、合格率は 96％

である。 

・ 以上の予備知識を与えられて、コンサルタント資格申請をする寸劇が披露さ

れた。役割は 3人で、申請者、評価センターの評価者、認証機関の検査官で

ある。その評価方法の概略は下記のとおりである。 

① 申請者は評価センターの評価者に氏名等の個人の基本情報を知らせる。

② 申請者は申請理由書を提出、質問を受ける。Q&Aには 1日かける。 

③ 申請者が現在実行しているコンサルタント業務のプロセスと申請書類

と比較して検討する。 

④ コンサルタントの実績記録と面接結果から書類整理を実施し、報告書作

成 

⑤ 筆記試験の実施 

⑥ 以上の結果をまとめて Evidence のポートフォリオを作成 

⑦ これまでまとめた書類を 2週間かけて検証する。 

⑧ 資格がありと認めた場合は書類を認証機関へ送付する。 

以上で資格認証のプロセスは終了した。 

・ この認証で用いられる基準はCONOCERが関与し、国家的なものとなっている。

一般コンサルタントの基準は、公布済みのコンサルタント関係 11 の基準の

うち、唯一機能しているものと思われる。以前は評価センターは認証のため

のツールを自ら作成していたが、現在はCONOCERの基準を用いている。これ
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が評価の標準（スタンダード）となっている。 

・ しかし、認証制度が発展してくると、現在の基準では不十分であるとの認識

があり、第三世代の基準づくりが始まっている。各評価センターはこれまで

の経験を基にして、基準としてより正確なものを作成しようとしている。こ

れには基準の正確性をより高いものにする努力が重ねられている。この第三

世代の基準ができれば、現在の第二世代の基準は廃止されると予想される。

それまでは一般コンサルタントの基準として有効である。 

・ CONOCER の出席者から、上記説明に対して、以下の発言があった。すべての

技術基準は 2年に 1度見直しを実施している。この改訂のためには委員会が

設立される。一般コンサルタントの基準は改訂されて分かりやすくなった。

基準を利用しているセクターから要請がある場合は、見直しに入るか検討が

できる。現在 631 件の基準がある、このうち 11 件がコンサルタント関連で

ある。 

7. 入手資料 説明資料一式 

 

面談記録 

1. 日 時 2008 年 3月 3日(月) 11：00～13：00 

2. 場 所 CONOCER 会議室 

3. 機関名 CONOCER 

4. 先方応対者 Jaime Bahena Legorreta, Responsable de Vertificaciòn Metodològia 

経済省より Lilian M. Vázquez Jiménez, Subdirectora de consultoría 同行 

5. 当方出席者 佐藤（調査団員） 

6. 面談内容 前日の認証制度に関するCONOCERの内容を更に精査するためCONOCER を訪問し

た。そして昨日の認証機関 Talento Humano Global 社の説明会に出席した Jaime 

Bahena Legorreta 氏より以下の情報を得た。 

・ CONOCER の基準はプロジェクト形式によりつくられている。1995 年より 2005

年までに 611 の基準を作成した。中小企業コンサルタントの基準もこのなか

に入っている。これは経済省、CANACINTRA、大学、国家コンサルタント協会

等の団体が委員となり作成したものである。この作成にあたっては JICA の

実施した開発調査の提言を利用した。その後 2005 年から 2006 年にかけて

Restructuring があり、現在の CONOCER が 2006 年に発足した。 

・ 基準の構成は、基本的なものから、それに関連する派生された技術の基準へ

と細分化されている。これにより631 の基準が既に公布されている。コンサ

ルタント関係の基準は 11 あるが、この構成も上記の考え方で成り立ってい

る。一般コンサルタントの基準については、メキシコ国内で広く利用されて

いる。 

7. 入手資料 なし 

 

面談記録 

1. 日 時 2008 年 3月 3日(月) 17：30～19：00 

2. 場 所 Visionaria 社会議室 

3. 機関名 Aceleradora Visionaria  

4. 先方応対者 Joel Cano 氏、Irma Renterìa 女史の 2人、経済省より同行者 

Beatriz Chávez Arias, Directora de Capacitación y Consultoría 
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Lilian M. Vázquez Jiménez, Subdirectora de consultoría 

5. 当方出席者 榎下（調査団長)、大塚、佐藤（調査団員）、山本 METI 日墨研修生 

6. 面談内容 Visionaria社は企業が発展することを支援するAceleradoraと称するコンサル

タント会社である。同社で企業発展の支援方法に関して以下の情報を得た。 

・ 同社の経営指針は中小企業に高度技術を備える機会を提供することである。

現代的な企業発展のためのビジネスコンサルタントとして活動している。そ

の活動の原点はハイテク産業は中小企業にこそ最適として、付加価値と経営

革新が大事であると考えて中小企業の指導をしている。この事業にはネット

ワークが大切である。多くの成功と失敗の事例も数多く集めれば、経営指導

の参考になる。例えば、IT企業が失敗する理由は、ビジネス管理の技術が未

熟であること、経営者の経営に対する偏った知識、これらがハイテクビジネ

スの弱さである。技術のほかに、セールス、マーケティング、経営戦略計画、

財務力、能力ある人材、競争力に対する関心等がよい経営には必要である。

・ Aceleradora のサービスは、企業規模を拡大するために多くのものを提供し

ている。類似クラスター戦略、販売拡大プログラム、ビジネス財務計画、適

材適所人材配置方法等、多様なものである。これらを駆使して生産技術

（Manufacturing Technique）のサービスを実施し、中小企業を離陸期企業

（Gacela）に成長させることを目的にコンサルタント活動を展開している。

経営手法は欧米の手法を取り入れているが研修はメキシコでも適応できる

ようにアレンジしている。 

・ 企業の発展は、人間の生活で食糧の確保、家族友人の社会、農業生産、小企

業インキュベーター、ベンチャーキャピタルと逐次規模が大きくなってい

く。Aceleradora の役割はインキュベーターから先の企業の発展過程への橋

渡しである。成熟した企業へと発展するのには、6 Component がある。それ

は、Delivery、アフターサービス、品質、生産技術、R&D、そして付加価値

向上である。メキシコの企業の経営規模は Micro 零細企業が 95％、小企業

3.9％、中企業 0.5％、大企業 0.2％である。Aceleradora の役割は、数では

圧倒的な零細企業を教育訓練、企業診断等を通じて発展させ、上のレベルに

引き上げることである。このため、政府機関、経済省、米州開発銀行（IDB）、

メキシコ開発銀行、財団法人メキシコ工業技術情報協会（AMITI；Asociación 

Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información, A.C）、FUMEC

〔Fundaciòn Mexico-Estados Unidos para la Ciencia (The United States-

Mexico Foundation for Science）〕、全国電子工業・通信・情報技術工業会

議所（CANIETI；La Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de 

Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información）、全国科学技術審

議会（CONACYT；Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologìa）等とも連携

を深めている。 

・ Visionaria 社は開業以来 100 社程度の企業を指導した実績をもつ。通常 20

～30 社を扱っており、売り上げは年間 350 万米ドルと口答で返答があった。

企業経営指導のほかに商工会議所と共催でイベントも実施している。事業に

従事するコンサルタントは Profile を見て採用している。才能として、地方

での活動ができる能力が必要である。離職率は 15％程度である。コンサルタ

ントとして独り立ちできるのは大学を卒業して 6～7 年は必要である。この

期間はコンサルタントになる教育期間とみなしている。 
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7. 入手資料 説明資料一式 

 

面談記録 

1. 日 時 2008 年 3月 4日(火) 9：00～15：00、5日(水) 12：00～15：00 

2. 場 所 CANACINTRA 研修実施現場 4 日（火）企業訪問、5 日（水）グループ討議現場

訪問 

3. 機関名 CANACINTRA 

4. 先方応対者 M.E. Ana María Pérez, Coordinadora de Desarrollo de Negocios 

LicJuana Oliver Tekus, Consultara 

Ing. Areal V. Gonzalez, Magilas y Procesos de acero, S. A. de C.V.（社

長） 

Ing. Felipe de Jesùs A. Pèrez, Aceros Feabre Internacional S.A. de C.V.

（社長） 

5. 当方出席者 佐藤（調査団員）、山本 METI 日墨研修生（企業訪問のみ） 

6. 面談内容 3月 4日（火）は CANACINTRA が前日より開始したコンサルタント養成コースの

現場を視察した。 

・ 山本氏も同行して金属加工関係の企業 2 社を訪問した。今回 CANACINTRA は

研修参加者 25 人（30人募集したが 5 人は事前の試験成績が悪いため外され

た）を 3グループに分けて 3社の企業にて実習を実施していた。当方はその

うちの 2グループの現場を訪問した。企業診断実習は、各社の社長が企業の

現状を紹介し、それに対する Q&Aが行われていた。次いで、工場の現場を視

察し、各部門の責任者からの説明と Q&A が実施された。 

・ ここで企業の概要を取りまとめた後、グループは事務部門、生産部門、財務

部門等に分かれて、各部門の責任者から個別に経営状況を聞きだす。その後、

その情報の裏づけを現場での診断を通じて行う。ここで第 2日の実習は終了

すると説明を受けた。以上の実習状況を視察したが、研修生は真剣に企業の

現状を把握しようと努力している態度が印象的であった。 

・ 対象となった企業は、金属加工産業であったが、最初の Magilas y Procesos 

de acero 社は構造物を製造し、それを据え付ける土木工事も含めた事業を行

っていた。金属の加工も製造物がタンクなど大型のため、あまり精度を要求

されないためか、作業は大雑把であり、品質関連の研修を行うのには適当な

企業と見受けなかった。しかし注文生産のため在庫は原材料、製品ともに非

常に少なく、よく管理されていた。 

・ 次に訪問した Aceros Feabre Internacional 社は自動車メーカーの 2 次、3

次下請けで、丸棒を束ねてワイヤーを生産していた。この企業は ISO9001 を

取得しているが、不良品などの対策は遅れていた。また見込み生産を行って

おり、製品在庫が多少多めである印象を受けた。いずれの企業も研修生にと

っては、問題が発見しやすい現場があるため、CANACINTRA は、研修の場とし

て適当な企業を選定していると判断した。 

 

3 月 5 日は佐藤団員のみ、グループ討議を行っている現場を訪問した。研修生

は昨日の研修結果を受けて、経営改善計画の骨子を作成していた。研修生はグ

ループで討議しながら原案を作成しており、時折講師に質問があり、講師はそ

の質問に丁寧に答えていた。 
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7. 入手資料 なし 

 

面談記録 

1. 日 時 2008 年 3月 4日（火） 16：00～18：00 

2. 場 所 経済省会議室 

3. 機関名 Centro Mexico-Emprende SE 内 

4. 先方応対者 Ing. Ricardo Puentes Arverez, Asesor SE 

SE よりの出席者 

Beatriz Chávez Arias, Directora de Capacitación y Consultoría 

Lilian M. Vázquez Jiménez, Subdirectora de consultoría 

5. 当方出席者 榎下（調査団長)、大塚、佐藤（調査団員）、山本 METI 日墨研修生 

6. 面談内容 ・ Emprende Mexico は中小企業振興のプロジェクトとして誕生した。政府、企

業、学会出身の8人の委員による審議会がプロジェクトの進行を担っている。

その活動は、企業に対する一般的なサービス、例えば経営関連の情報の提供、

融資借入の手助けなど、相談窓口を開設して企業に奉仕することを目的とし

ている。 

・ その活動を追跡する、企業総合開発フォローアップ（Desarrollo Integral 

Empresarial con Seguimento）をプロジェクトとして実施しようとしている。

その内容は、カイゼンの必要性に関する相談、ビジネスプランの研修、改善

計画の支援、商品サービスにつなげる支援等を通じて、改善計画の実現を目

標として企業支援を実行している。 

・ 計画が実行されると、これら各分野のフォローアップを行う予定である。か

つて経済省はこのような支援を計画したが、省内の意見が一致せずうまく機

能しなかった。今回はプロジェクトとして実行する態勢を整えて発足した。

そして具体的な活動は Centro Emprende Mexico が各地区に設立され、ここ

を通してプロジェクトが実施される予定である。プロジェクトを開始するに

あたり、Mexico Emprende は 100 人のコンサルタントの研修を行い、プロジ

ェクトの推進者にしようとしている。コンサルタント育成には 10 ステップ

を予定し、Centro Mexico Comprendeが関係している。 

・ 資金的には中小企業基金（Fondo PyME）のスキームを活用する。Fondo PyME

の運用規則に沿って、オペレーションフローを作成し、資金の有効活用を図

る。これらの計画に関してはシナロア州の事例のほか、先進国の事例、英米

日仏西に加えてチリなどのケースを参考にしてプロジェクトを進めようと

している。 

7. 入手資料 なし 

 

面談記録 

1. 日 時 2008 年 3月 5日（水） 12:00～15:00 

2. 場 所 CANACINTRA 研修現場〔Institute Polytècnico Nacional：IPN 国立工科大学

内の研修会場〕 

3. 機関名 CANACINTRA 

4. 先方応対者 M.E. Ana María Pérez, Coordinadora de Desarrollo de Negocios 

5. 当方出席者 佐藤（調査団員） 

- 80 -



6. 面談内容 CANACINTRA の活動内容の細部に関して、研修コースの取りまとめ役である Ana 

M. Pérez 女史より下記の情報を得た。 

・ CANACINTRA は 1945 年に創設され、60年以上の歴史を有する。1989 年に組織

改編があり、現在の姿になった。CANACINTRA の加盟企業は 6万 5,000 社ある。

そして 80の代表が全国各都市に存在する。その組織は12の工業セクターに

分類されている。それらは、①Metalico, ②Industria Diversas (Servicio), 

③ Medico, ④ Automotoris, ⑤ Quìmica, ⑥ Articulo Oficials, ⑦

Alimentos, ⑧Muebles, ⑨Tecnologìa Informaciòn, ⑩Bienes de Capital, 

⑪Farmacèutico, ⑫Agro pecuario である。 

・ 全産業との合同会議は各地で月に 1度開催されている。この席でプロジェク

トの進行状況などが報告される。組織は Consejo Directivo の下に

Presidente, 10 Vice-presidente とつながり、その下にセクター別、代表

別、Cortesia Comisiòn がある。しかし、この組織は CANACINTRA の公式な代

表であり、各地の名士の集まりで、政治的な動きが多い。実際の事業は事務

局が行っている。事務局には全国で約 500 人の職員が在籍している。本部の

職員は約 80人で、現在研修を受け持つ。 

・ Centro de Desarrollo Empresarial は別組織になっており、職員としての

給与は得ていない。独立採算制をとっている。この経費は中小企業基金から

研修受講企業各社に支払われる補助金1万5,000ペソ/１社/年がトータルで

100 万ペソ、これは 66社分の補助金であるが、実際は 700 社に事業を展開し

ている。中小企業基金の補助金以外は CANACINTRA から支出される。Centro 

Desarrollo Empresarial は教師陣を保有していない。常駐スタッフは 3人の

講師と 2人の補助者である。他は外部から講師を招へいしている。 

・ CANACINTRA は以前は企業からの評判はよくなかった。理由は会費の徴収に

ある。これは 1989 年に廃止されたが、40 年以上続いた悪評が現在でも残っ

ている。 

7. 入手資料 なし 
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メキシコ中小企業人材養成計画事前調査取得資料一覧 
 

 表 題 作 成 者 摘 要 
    
1 Reglas Generales y Criterios Para la Integraciòn y 

Integraciòn y Operaciòn de los Sistemas 
Norimarizado de Competencia Laboral y de 
Certificaciòn de Competencia Laboral 

CONOCER CONOCER 説明書 

    
2 Norma Tècnica de Competencia Laboral CONOCER コンサルタント 

認定基準書（10 種類）
    
3 CANACINTRA 説明資料 CANACINTRA  
    
4 COMPETI 紹介資料 COMPETI  
    
5 PyME 説明資料 経済省 中小企業関連説明 
    
6 Centro Mèxoco Emprende 説明資料 経済省  
    
7･1 INCUBASK 説明資料   
7･2 CEA-UTH 職業能力認証評価センター説明資料 CEA-UTH ,CONOCER  
7･3 Sistema de Gestiòn Moderniza 観光省 経営近代化手引き 
7･4 Canacintra 2 月研修参加者名簿 CANACINTRA  
    
8 El Mètodo MR（サービス産業の最大活性化） Grupo Norma 書籍 
    
9 Formaciòn de Consultor PyME 2007 CANACINTRA 教材 
    
10 Curso de Formaciòn de Consultor PyME 2007-2 CANACINTRA 教材 
    
11 Consultores PyME  CANACINTRA 教材 
    
12 Moderniza 2007 de la PyME Turistìca LAYAPIME S.A. 教材 
    
13 Moderniza 2007 de la PyME Turistìca  LAYAPIME S.A. 教材（実習用） 
 

6．収集資料リスト
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Conocer 職業技能基準化認定国家審議会 
職業技能認定技術基準 

 
１． 資格に関する一般情報 
  符号      タイトル 
 CCON0657.01 中小企業の改善機会診断と改善実施 
 
目的 
本技能認定技術基準はコンサルタントとして中小企業にサービスを実施する者

を評価するにあたって、正式なコンサルタント業務の開始、企業内の機能的部

署〔方針管理、人的資源、マーケティングと営業、オペレーション（運営、生

産管理）、財務〕の中の一つを対象とする、現況診断、改善システムの選択と調

整ならびにコンサルタント業務のクロージング（まとめ、フィードバック）な

どにおける能力を考慮し、評価する基準を定める。 
 
技能認定レベル： 五 
 
提案された技能認定レベルの正当性 
この資格の候補者は広範囲にわたる前後状況の中において複雑な原理や技術の

応用を必要とする多様な一連の活動を展開し、中小企業の課題を解消するため

にそれらの解析、診断、設計、企画と実施の責任を担う。 
 
承認日：2003 年 12 月 17 日 
官報告示日：2006 年 10 月 11 日 
校閲期限：官報公示日から 2 年間 
 
正当性 
セクター内において基準の使用や妥当性を評価するために十分な期間であり、

一方で能力（パフォーマンス）の変化においては可能性が低いと考慮される。 
 
技能分野 
財とサービスの販売分野 
 

7．中小企業コンサルタント基準（日本語仮訳、西語）
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技能細分野 
技術サービス、私的サービス 
基準のタイプ 
国家基準 
 
適用範囲 
中小企業コンサルタント 
 
コンサルタントセクター職業技能基準化認定委員会によって開発された。 
 
II．資格取得のために義務として必須の職業技能ユニット 
 
符号            資格              分類 
UCON0202.02 コンサルタントとしてプロジェクトをクロー   特定 
        ジングする。 
ユニットの目的 
コンサルティングプロジェクトのクロージングプロセスやその評価において資

格候補者の技能を証明するパラメーターを提供する。 
 
ユニットの構成要素 
レファレンス 符号     要素のタイトル 
２の１    E02582 コンサルティングプロジェクトを事務的にクロージ

ングする。 
 
能力〔パフォーマンス〕基準 
下記を満たしたものが合格者： 
 
１．最終報告書に次が内容する： 
  － コンサルティング期間内に実施された活動や改正など。 
  － 得られた成果。 
  － 当初計画したことと、最終的な結果との違いの説明。 
  － 終結したばかりのプロジェクトによって明らかになった課題を新たに

支援するプロジェクトの提案。 
  － プロジェクトの経済的評価 
２． プロジェクトに関する合意事項が時間的にも形式的にも終結しているこ

と。 
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３． 設けられたシステムのオペレーション文書類が合意に即して企業に譲渡

されていること。 
 
応用分野 
カテゴリー                 クラス 
 
１．終結するプロジェクトのタイプ     － 合法なもの 
                     － 経営に資する 
 
実施能力〔パフォーマンス〕による証拠 
 
成果による証拠 
１． 各応用分野別の最終報告書。 
２． 約束が解除された記録。 
３． システムの文書類が受理された記録。 
 
知識の証拠 
 
態度の証拠 
秩序 
成果による証拠 
１． 約束が解除された記録。 
 
評価における基本的方針 
１． この要素を評価するためには候補者が設けたシステムのクロージングリ

ポートを提出するよう、候補者に要求しなければならない。提出できる

リポートが無い場合には本評価の対象ユニット「一企業において一つの

支援システムを設ける」を構成する部分１ケースを基にして報告書を作

成することを要求する。 
２． 評価者は要素に明記されているパフォーマンス基準が全て報告書に内容

されているかどうか分析し、その理由を問わなければならない。 
   知識の証拠として記されている事項に関しても、評価者によって設計さ

れた質疑応答によって評価されなければならない。 
 
レファレンス 符号      要素のタイトル 
 ２の２   E02583  設けられた支援システムの結果を評価する。 
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パフォーマンス基準 
下記を満たしたものが合格者： 
 
１． 評価報告書には次が内容する： 

－ プロジェクトの期間に関する論証的なシステムの評価 
－ ユーザーの理解度に関する論証的なシステムの評価 
－ ユーザーによる問題解消法の有効利用に関する論証的な分析 
－ ユーザーによって得られた改善に関する論証的なシステムの評価 
－ ユーザーの学習に関する論証的なシステムの評価 

２． 評価手段の選択と使用法が評価されたシステムの特性に適合している。 
 
応用分野 
カテゴリー               クラス 
 
１．評価された支援システムのタイプ   － 組織全体に影響する 
                    － 一機能に影響する 
                    － 一工程に影響する 
 
パフォーマンスによる証拠 
 
成果による証拠 
１． 各応用分野別の評価報告書。 
 
知識の証拠 
１． 一支援システムの結果評価 
  － 評価計画 
  － 定量的、定質的、期間的、コスト的データの比較と分析 
  － 合意したことと実施したことの比較 
  － 問題解消法の理解と有効利用 
  － 偏向、逸脱：その因果関係 
  － 参加者の学習〔研修〕 
  － 発見された偏向を基にした新規提案 
 
態度の証拠 
秩序 
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成果による証拠 
１． 評価報告書 
 
評価のための基本的方針 
１． 本要素を評価するために、候補者自身が作成した時系列的報告書を提出

するように候補者に要求する。報告書が無い場合には評価者が（故意に

間違えたり、異なったりした内容の）偽装リポートを準備して、候補者

がその内容を分析して必要な改善や改革を提案して説明するように要求

する。 
２． 知識の証拠に記されている知識は評価者が設計した質疑応答を通じて評

価することができる。 
 
 
符号       タイトル                分類 
UCON1723.01  中小企業に提供するサービスを合意する。  特定 
 
ユニットの目的 
コンサルタント業務の必要性を定めてプロポーザルを作成するプロセスにおい

て、候補者の能力が証明できるパラメーターを提供する。 
 
ユニットの構成要素 
 
レファレンス   符号    要素のタイトル 
３の１      E05092  コンサルタントを必要とする中小企業のニー

ズを定める。 
 
パフォーマンスの基準 
下記を満たしたものが合格者： 
 
１． 作成された企業の ID カードに業種と経歴が明記されている。 
２． 作成された診断アンケートが企業の規模と業種に適合している。 
３． 診断アンケートの応用として実施された活動計画書にはコンサルタント

サービスを許可する責任者の承認サインがある。 
４． 診断アンケートには企業の現況課題が収集されている。 
５． 企業の現況に関する事前報告書には収集した情報によって発見された課

題が説明されている。 
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応用分野 
カテゴリー           クラス 
 
１．中小企業          －この資格にはバリアントがない。 
 
パフォーマンスの証拠 
１． 企業の現況に関する事前報告書提出。 
 
成果による証拠 
１． きちんと書き込まれた企業の ID カード 
２． 答えが書き込まれた診断アンケート 
３． 診断アンケートを応用して実施された活動計画書 
４． 収集された企業現況における課題 
 
知識の証拠 
１． 診断方法（メソドロジー） 
 
態度の証拠 
イニシアチブ 
パフォーマンスによる証拠 
１． 企業の現況に関する事前報告書の提出 
成果による証拠 
１． 診断アンケートを応用して実施された活動計画書 
 
責任感 
パフォーマンスによる証拠 
１． 企業の現況に関する事前報告書の提出 
成果による証拠 
１． 診断アンケートを応用して実施された活動計画書 
 
評価のための基本的方針 
評価時に候補者が証拠を生じない場合には、証拠の信頼性に関して特別に留意

する必要がある。 
１． 候補者を評価するにあたってはその業務サイトで行う、もしくはシミュ

レーションを使用することを示唆する。 
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「態度の証拠は証拠物件を通じて評価されるものであり、特別の評価を行う必

要はない」。 
 
 
レファレンス 符号    要素のタイトル 
 ３の２  E05093 中小企業のためのコンサルタントプロポーザルを作る。 
 
パフォーマンスの基準 
下記を満たしたものが合格者。 
 
１． 作成されたコンサルタントプロポーザルの内容として企業の発見された

課題に対する解消戦略が提案されている。 
２． 作成された見積書にはサービスに対する支払いを意味する活動が明記さ

れている。 
３． 作成された契約書のプロポーザルには責任者によって承認された契約の

対象となるサービスの明細とスコープが内容している。 
 
応用分野 
カテゴリー            クラス 
 
１．中小企業の業種       － この資格にバリアントはない。 
 
パフォーマンスによる証拠 
 
成果による証拠 
１． 作成されたコンサルタント業務プロポーザル 
２． 作成された見積書 
３． 作成された契約書のプロポーザル 
 
知識の証拠 
１． 計画企画技術 
２． プロジェクトのための資金取得手続き 
３． 固定費と変動費 
 
態度の証拠 
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責任感 
パフォーマンスによる証拠 
１． 作成されたコンサルタント業務プロポーザル 
 
評価のための基本方針 
１． 評価時に候補者が証拠を生じない場合には、証拠の信頼性に関して特別

に留意する必要がある。 
２． 候補者を評価するにあったてはその業務サイトで行う、もしくはシミュ

レーションを使って行うことを示唆する。 
 
「態度の証拠は証拠物件を通じて評価するものであり、特定の評価を行う必要

はない」。 
 
レファレンス 符号  要素のタイトル 
 ３の３ E05094 中小企業のためのコンサルタント業務プロポーザルのプ

レゼンテーション。 
 
パフォ－マンスの基準 
下記を満たしたものが合格者。 
 
１． 作成されたプレゼンテーション資料には発見された課題解消に資する詳

細なアクションによる提案が内容している。 
２． 作成された活動スケジュールにはコンサルタント業務プロポーザルのプ

レゼンテーションの中で要点とされている部分が明記されている。 
３． コンサルタント業務プロポーザルのプレゼンテーションをスケジュール

通りに実施している。 
４． プレゼンテーションのクロージング（終結、まとめ)はコンサルタントサ

ービスを許可する責任者との合意に従って行われている。 
５． セッシオンの合意書にはコンサルティングの諸条件、期日やサインが見

られる。 
６． 契約のプレゼンテーションではコンサルタントサービスとそのスコープ

が叙述されている。 
 
応用分野 
カテゴリー            クラス 
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１．プレゼンテーションのタイプ  この資格にはバリアントがない。 
 
パフォーマンスによる証拠 
１． コンサルタント業務プロポーザルのプレゼンテーション 
２． プレゼンテーションのクロージング 
３． 契約のプレゼンテーション 
 
成果による証拠 
１． 作成されたプレゼンテーション 
２． 作成されたセッションのスケジュール 
３． セッションの合意書 
 
知識の証拠 
１． グループマネージメント技術 
２． オフィスパッケージツール（プレゼンテーション展開用） 
３． プレゼンテーション機材の操作方法（OHP,プロジェクター、紙めくり版

など） 
 
態度の証拠 
許容度 
パフォーマンスによる証拠 
１． コンサルタントプロポーザルのプレゼンテーション 
２． プレゼンテーションのクロージング（まとめ） 
３． 契約書のプレゼンテーション 
 
評価のための基本方針 
１． 候補者の評価はその業務サイトで行うか、シミュレーションを使って行

うことを示唆する。 
 
「態度の証拠は証拠物件を通じて評価されるものであり、特定の評価を行う必

要はない」。 
 
 
III. 能力評価における職業技能のオプションユニット 
   認定を得るために必要な数値： １ 
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符号      タイトル                    評価 
UCON1724.01 中小企業の方針管理に係る改善システムを調整する。 特定 
 
ユニットの目的 
中小企業の方針管理に係る改善システムを診断し、決定して実施する役割を担

う人物の技能が証明できるパラメーターを提供する。 
 
ユニットの構成要素 
 
レファレンス  符号  要素のタイトル 
 ３の１   E05095 中小企業をその方針管理との係りにおいて診断する。 
 
パフォーマンスの基準 
下記を満たすものが合格者。 
 
１． 作成された調査報告書には企業の現状と経歴にかんする情報、企業目標、

や企業の特徴、財務納税状況、市場、生産、購買、商品保管、販売や人

事などの情報やそれらの情報源、使用した技術などが明記されている。 
２． 診断報告書に明記されている企業の組織形態が諸文書や既存の管理命令

系統ならびにその各レベルの権限と役割によって裏付けられている。 
３． 診断報告書に明記されているリーダーシップのスタイルは、受け入れて

いるリーダーシップ理論、観察や人員へのインタビューなどによって裏

付けられている。 
４． 診断報告書に明記されている企業の組織的ミッション、ビジョン、価値

観、目標、方針や工程に関する文書化とコミュニケーションの状況が収

集された資料によって裏付けられている。 
５． 診断報告書に明記されている企業の脆弱性は危険が生じる可能性と企業

の競争力の利点などを考慮したリスク要因分析によって裏付けられてい

る。 
６． 診断報告書に明記されている方針管理の改善機会エリアは企業のニーズ、

優先課題やリソースなどに関して収集された情報によって裏付けられて

いる。 
 
応用分野 
カテゴリー             クラス 
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１．生産セクター          －この資格にはバリアントがない。 
 
パフォーマンスによる証拠 
 
成果による証拠 
１． 作成された調査報告書 
２． 診断報告書に明記されている企業の組織構成 
３． 診断報告書に明記されているリーダーシップのスタイル 
４． 診断報告書に明記されている組織のミッション、ビジョン、価値観、目

標、方針や工程に係る文書化とコミュニケーションの状況 
５． 診断報告書に明記されている企業の脆弱性の度合い 
６． 診断報告書に明記されている方針管理における改善機会エリア 
 
知識の証拠 
 
態度の証拠 
秩序 
成果による証拠 
１． 作成された調査報告書 
２． 診断報告書に明記された企業の組織構成 
 
イニシアチブ 
成果による証拠 
１． 方針管理において定められた改善機会エリア 
 
評価のための基本的方針 
１． 評価時に候補者が証拠を生じない場合には、証拠の信頼性に関して特別

に留意し、候補者に証拠をどのように作成したのか尋問しなければなら

ない。 
 
「態度の証拠は証拠物件を通じて評価するものであり、特定の評価を行う必要

はない」 
 
用語解説 
 
１． 中小企業 （Pequeñas y medianas empresas = PyMEs） 
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  「零細中小企業競争力開発法」によれば経済省と大蔵省が合意して定め、2002
年 12 月 30 日〔月〕官報に公示された層別は次の通りである： 
小企業： 
－工業セクター：従業員数 11 人～50 人 
－商業セクター：従業員数 11 人～30 人 
－サービスセクター：従業員数 11 人～50 人 
中企業： 
－工業セクター：従業員数 51 人～250 人 
－商業セクター：従業員数 31 人～100 人 
－サービスセクター：従業員数 51 人～100 人 
農業、畜産業、林業、漁業、水産業、鉱工業、民芸品などの手工業、観光サー

ビス業などの生産者も上記に含まれる。 
 
レファレンス 符号  要素のタイトル 
 3 の 2   E05096 中小企業の改善システムをその方針管理との係りにお

いて定める。 
 
パフォーマンスの基準 
下記を満たしたものが合格者： 
 
１． 改善システムの活動計画は企業の幹部と作成され、改善システムの目標

に調和しており、発見された改善機会エリアをカバーし、納入できえる

ものを特定し、業務、期間、コスト、リソース、責任者やリスクなどを

理にかなったシーケンスで設定している。 
２． 決定された改善システムは期間が定められており、優先課題との整合性

が見られる。 
３． 改善システムのニーズは診断報告書に明記されている短期、中期、長期

的な成果、得られるべき利益、回避できるリスク、企業や市場の特性な

どによってその正当性が裏付けられている。 
 
応用分野 
カテゴリー         クラス 
 
１．生産セクター      －この資格にはバリアントがない。 
 
パフォーマンスによる証拠 
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１． 改善システムのニーズにおける正当性。 
 
成果による証拠 
１． システムの活動計画 
２． 決定された改善システムによる成果 
 
知識の証拠 
秩序： 
成果による証拠 
１． 決定された改善システムの活動計画 
 
イニシアチブ： 
成果による証拠 
１． 決定された改善システムによる成果 
 
忍耐力： 
パフォーマンスによる証拠 
１． 実施された改善システムのニーズに関する正当性の証拠 
 
評価のための基本的方針 
１．評価時に候補者が証拠を生じない場合には、証拠が信頼性のあるものか否

か特別に留意しなければならず、候補者に対してどのように作成したのか尋問

しなければならない。 
 
「態度の証拠は証拠物件を通じて評価するものであり、特定の評価を行う必要

はない」 
 
用語解説 
 
２． 中小企業 （Pequeñas y medianas empresas = PyMEs） 
  「零細中小企業競争力開発法」によれば経済省と大蔵省が合意して定め、2002
年 12 月 30 日〔月〕官報に公示された層別は次の通りである： 
小企業： 
－工業セクター：従業員数 11 人～50 人 
－商業セクター：従業員数 11 人～30 人 
－サービスセクター：従業員数 11 人～50 人 
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中企業： 
－工業セクター：従業員数 51 人～250 人 
－商業セクター：従業員数 31 人～100 人 
－サービスセクター：従業員数 51 人～100 人 
農業、畜産業、林業、漁業、水産業、鉱工業、民芸品などの手工業、観光サー

ビス業などの生産者も上記に含まれる。 
 
レファレンス 符号  要素のタイトル 
 3 の 3   E05097 中小企業の方針管理に係る改善システムを実施する。 
 
パフォーマンスの基準 
下記を満たしたものは合格者 
 
１． グループマネージメント技術などを使ってファシリテーターとしてコン

サルティング対象者と共に企業の利点、弱点、機会、脅威（SWOT）を

洗い出している。 
２． グループマネージメント技術などを使ってファシリテーターとして幹部

や要員と共に企業のミッション、ビジョン、価値観などを定める。 
３． 作成された文書類は企業が採用している文書化のスペックや方針に即し

ている。 
４． 決定された戦略計画は企業の方針や財務の目標と調和しており、幹部と

の合意で定められている。 
５． 改善システムの実施における偏向、逸脱の原因と是正アクションは決算

の後で企業の幹部と責任者と共に定めている。 
 
応用分野 
カテゴリー            クラス 
 
１．生産セクター         －この資格にバリアントはない。 
 
２．組織の文書化         －組織のマニュアル 
                 －企業方針のマニュアル 
 
パフォーマンスによる証拠 
１． カテゴリー１用：利点、弱点、機会、脅威の洗い出し。 
２． カテゴリー１用：企業のミッション、ビジョン、価値観の設定。 
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成果による証拠 
１． カテゴリー２用：作成された組織の文書類。 
２． カテゴリー１用：企業の戦略計画。 
３． カテゴリー１用：改善システム実施における偏向、逸脱とその原因なら

びに是正アクション。 
 
知識の証拠 
 
態度の証拠 
協力姿勢 
パフォーマンスによる証拠 
１． 洗い出された利点、機会、弱点と脅威。 
２． 設定された企業のミッション、ビジョン、価値観。 
成果による証拠 
１． 作成された、もしくは適合された組織の文書類。 
２． 策定された戦略計画。 
 
秩序 
パフォーマンスによる証拠 
１． 洗い出された利点、弱点、機会と脅威。 
２． 設定された企業のミッション、ビジョン、価値観。 
成果による証拠 
１． 作成された、もしくは適合された組織の文書類。 
２． 策定された戦略計画。 
 
評価のための基本的方針 
１． 評価時に候補者が証拠を生じない場合には、証拠の信頼性に関して特別

に留意する必要があり、候補者に対してどのようにそれらの証拠を作成

したのか尋問しなければならない。 
 
「態度の証拠は証拠物件を通じて評価するものであり、特定の評価を行う必要

はない」。 
 
用語解説 
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３． 中小企業 （Pequeñas y medianas empresas = PyMEs） 
  「零細中小企業競争力開発法」によれば経済省と大蔵省が合意して定め、2002
年 12 月 30 日〔月〕官報に公示された層別は次の通りである： 
小企業： 
－工業セクター：従業員数 11 人～50 人 
－商業セクター：従業員数 11 人～30 人 
－サービスセクター：従業員数 11 人～50 人 
中企業： 
－工業セクター：従業員数 51 人～250 人 
－商業セクター：従業員数 31 人～100 人 
－サービスセクター：従業員数 51 人～100 人 
農業、畜産業、林業、漁業、水産業、鉱工業、民芸品などの手工業、観光サー

ビス業などの生産者も上記に含まれる。 
 
 
符号      タイトル                    分類 
UCON1725.01 人的資産に関連させて中小企業の改善システム   特定 
        を調整する。 
 
ユニットの目的 
人的資産との関連において中小企業を診断し、改善システムを決定して実施 
する役割を担うものの技能が証明できるパラメーターを提供する。 
 
ユニットの構成要素 
 
レファレンス 符号  要素のタイトル 
 ３の１  E05098 その人的資産との関連において中小企業を診断する。 
 
パフォーマンスの基準 
下記を満たしたものが合格者 
 
１． 設けられた人的資源管理システムのレファレンスモデルは企業の人的資

源に対応しており、その管理システムにおけるプロセス全てを含む。 
２． 作成された人的資源管理システム調査報告書には、そのために使用され

たメソドロジー、技術やツールが特定されている。 
３． 診断報告書に明記されている人的資源管理システムの現状は企業の人的
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資源管理システムの全プロセスにおいて収集された情報によって裏づけ

されている。 
４． 診断報告書に明記されている企業の人的資源管理システムにおける改善

機会エリアは企業のニーズ、優先課題やリソースに関して収集された情

報によって裏づけされており、人的資源管理システムのプロセスをカバ

ーしている。 
５． 診断書に記載されている人的資産の改善案は層別されており、必要なコ

ストやリスクなども算定されていて、改善機会エリアに該当し、定量的

に評価可能なアクションが提案されている。 
 
応用分野 
カテゴリー             クラス 
１．生産セクター          －この資格にバリアントはない。 
２．調査技術            －文書に関する 
                  －フィールド（現場）の 
 
パフォーマンスによる証拠 
 
成果による証拠 
１． カテゴリー１用：提案されている人的資源管理システムのレファレンス

モデル。 
２． カテゴリー２用：作成された人的資源管理システム調査報告書。 
３． カテゴリー１用：定められた人的資源管理システムにおける現状。 
４． カテゴリー１用：企業の人的資源管理システムのために定められた改善

機会エリア。 
５． カテゴリー1 用：診断報告書に明記されている人的資産改善のための助言。 
 
知識の証拠 
 
態度による証拠 
秩序 
成果による証拠 
１． 提案されている人的資源管理システムのレファレンスモデル。 
２． 作成された人的資源管理システム調査報告書。 
 
責任感 
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成果による証拠 
１． 定められた人的資源管理システムにおける現状。 
 
イニシアチブ 
成果による証拠 
１． 人的資産改善のために提案された助言。 
 
評価のための基本的方針 
 
レファレンス 符号   要素のタイトル 
  ３の２  E05099 人的資源に関連させて中小企業の改善システムを決

定する。 
 
パフォーマンス基準 
下記を満たしたものが合格者。 
 
１． 決定された改善システムプログラムは改善システムの目標に従っていて、

発見された改善機会エリアをカバーし、納入〔実施〕可能なもの、活動

の論理的なシーケンス、期間、コスト、リソース、責任者、リスクなど

が明記されている。 
２． 決定された中小企業の人的資源管理システムの成果には期間が限定され

ており、定められた優先課題と整合性が見られ、レファレンスモデルに

よって支持されている。 
３． 人的資産に関して作成された改善システムの必要性における正当性は提

案された短期、中期、長期的な成果、診断書の情報、得られる可能性の

ある利益、回避できえるリスクや企業の特性によって裏付けられている。 
 
応用分野 
カテゴリー              クラス 
 
１．生産セクター           －この資格にバリアントはない。 
 
パフォーマンスによる証拠 
 
成果による証拠 
１． 決定された改善システムの活動プログラム 
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２． 一中小企業のために定められた人的資産改善システムの成果。 
３． 作成された人的資産に関連する改善システムの必要性の説明。 
 
知識の証拠 
 
態度による証拠 
秩序 
成果による証拠 
 
１． 決定された改善システムの活動プログラム。 
 
イニシアチブ 
成果による証拠 
１． 一中小企業の人的資産に関する改善システムの成果。 
 
評価のための基本的方針 
 
レファレンス 符号   要素のタイトル 
 ３の３   E05100 人的資産に関連させて中小企業の改善システムを実

施する。 
 
パフォーマンスの基準 
下記を満たしたものが合格者 
 
１． 対象企業は労働者との関連において連邦労働法の第二編、三編と七編、

社会保険法、INFONAVIT（国家労働者住宅基金）法、金融法と所得税法

の法規を遵守している。 
２． 人的資源管理システムの基準化文書類は企業の責任者との協力によって、

企業が適用している文書化のスペックと方針をベースとして作成されて

いる。 
３． 人的資産に関連する中小企業の改善システムの中で納入（実施）可能部

分は企業の要員との協力によって作成され、責任者によって承認されて

おり、人的資源管理システムの全ての部分が考慮されている。 
 
応用分野 
カテゴリー             クラス 
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１．生産セクター          －この資格にバリアントはない。 
 
２．調査技術            －人事マニュアル 
                  －任務（分掌）規定 
 
パフォーマンスによる証拠 
 
成果による証拠 
１． カテゴリー１用：規制対象企業の労働状況。 
２． カテゴリー２用：作成された基準化用文書類 
３． カテゴリー１用：作成された人的資源に関連させた中小企業の改善シス        

テムの中で納入（実施）可能な部分。 
 
知識の証拠 
１． 連邦労働法、INFONAVIT（国家労働者住宅基金）、IMSS（社会保険庁）

給与に関する納税法規、衛生安全委員会による義務、環境保護課題にお

ける教育・訓練などの企業義務。 
 
態度による証拠 
協力姿勢 
成果による証拠 
１． 規制対象企業の労働状況。 
２． 作成された、または適合された基準化用文書類。 
３． 作成された人的資源に関連する中小企業の改善システムの中の納入（実

施）可能部分。 
 
秩序 
成果による証拠 
１． 規制対象企業の労働状況。 
２． 作成された、または調整された基準化用文書類。 
 
責任感 
成果による証拠 
１． 作成された人的資源に関連する中小企業の改善システムの中の納入（実

施）可能部分。 
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評価のための基本的方針 
 
符号      タイトル                     分類 
UCON1726.01 マーケティングと営業に関連させて中小企業の改善  特定 
        システムを調整する。 
 
ユニットの目的 
 
マーケティングと営業に関連させて中小企業を診断し、改善システムを決定し

て実施する役割を担うものの技能が証明できるパラメーターを提供する。 
 
ユニットの構成要素 
レファレンス 符号  要素のタイトル 
 ３の１  E05101 マーケティングと営業に関連させて中小企業を診断す

る。 
 
パフォーマンスの基準 
 
下記を満たしたものが合格者 
 
１． 収集された情報の中には事務、営業エリアに影響する指標が含まれる。 
２． 作成された製品分析報告書は収集情報をベースとしており、製品の概観、

包装、梱包、ラベル貼りの基準やライフサイクルが記載されている。 
３． 作成されたサービス分析報告書は収集情報をベースとしており、サービ

スのカタログとライフサイクルが記載されている。 
４． 作成された市況報告書は収集情報をベースとしており、市場のタイプと

当該部分、顧客・競争相手の市場調査が記載されている。 
５． 作成された製品流通分析報告書は収集情報をベースとしており、流通経

路のレベルとタイプが記載されている。 
６． 作成された営業（販売）分析報告書は収集情報をベースとしており、営

業マンとそのテリトリー、製品と販売量などの歴史的動向が示されてい

る。 
７． 作成されたプロモーション分析報告書は収集情報をベースとしており、

宣伝、広報活動、直接販売や営業プロモーションが記載されている。 
８． 顧客対応分析報告書は収集情報をベースとしており、顧客の満足度やそ
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れを裏付ける文書が示されている。 
９． 作成された製品の価格設定分析報告書は収集情報をベースとしており、

価格の設定方針と方法が記載されている。 
１０．作成されたマーケティングプラン分析報告書は収集情報をベースとして

おり、現状のプランと事務管理構成との整合性に関して記述されている。 
１１．マーケティングと営業エリアの活動分析用に選択された指標は近代的で

あり、対象の中小企業に応用可能なものである。 
１２．作成されたマーケティング、営業エリアの診断結果には指標の動向分析、

見られた誤差の原因や提言などが含まれており、コンサルタント業務を

許可する責任者によって承認されている。 
 
応用分野 
カテゴリー              クラス 
 
１．情報              －この資格にバリアントはない。 
 
パフォーマンスによる証拠 
 
成果による証拠 
１． 収集情報。 
２． 作成された製品分析報告書。 
３． 作成されたサービス分析報告書。 
４． 作成された市況分析報告書。 
５． 作成された製品流通分析報告書。 
６． 作成された営業（販売）分析報告書。 
７． 作成されたプロモーション分析報告書。 
８． 作成された顧客対応分析報告書。 
９． 作成された価格設定分析報告書。 
１０．作成されたマーケティングプラン分析報告書。 
１１．選択された諸指標。 
１２．作成されたマーケティングと営業エリアの診断結果。 
 
知識の証拠 
１． 情報収集用ツールの設計。 
２． 市場調査技術。 
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態度による証拠 
イニシアチブ 
パフォーマンスによる証拠 
１． 収集情報。 
 
責任感 
パフォーマンスによる証拠 
１． 選択された諸指標。 
 
評価のための基本的方針 
１． 候補者は実際のケースを用いて製品の歴史的証拠物件を基に技能を証明

することができる。ただし、同一の対象企業であること。 
２． 評価用に提出される文書類はコンサルティングのポテンシャルがある同

一の中小企業のものでなければならない。 
 
「態度の証拠は証拠物件を通じて評価されるものであり、特定の評価を行う必

要は無い」 
 
レファレンス 符号  要素のタイトル 
 ３の２  E05102 マーケティングと営業に関連させて中小企業の改善シ

ステムを決定する。 
 
パフォーマンスの基準 
下記を満たしたものが合格者となる。 
 
１． マーケティングと営業に関連する問題解消のため、作成されたプロポー

ザルは診断のために収集した情報の分析によって裏付けられている。 
２． 問題解消のためのプロポーザルは発見された課題とその解消によって期

待できる成果をベースとして、コンサルタントサービスを承認する企業

の責任者に対して紹介〔プレゼンテーション〕する。 
３． 作成した公式なプロポーザルは診断書の分析がベースとなっており、コ

ンサルタントサービスを合意するための問題解消戦略が内容する。 
 
応用分野 
カテゴリー              クラス 
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１．セクターの活動          －この資格にバリアントはない。 
 
パフォーマンスによる証拠 
１．作成した改善プロポーザルのプレゼンテーション。 
 
成果による証拠 
１． マーケティングと営業に関連する問題解消のために作成したプロポーザ

ル。 
２． 作成した公式なプロポーザル文書。 
 
知識の証拠 
１． プロモーション技術。 
 
態度による証拠 
イニシアチブ 
成果による証拠 
１． 作成した改善プロポーザルのプレゼンテーション。 
 
評価のための基本的方針 
１． 候補者は実際の事例による成果の歴史的証拠を使ってその能力を証明す

ることができる。ただし、同一のコンサルティング対象企業でなければ

ならない。 
２． 評価のために提出された文書類はコンサルティングポテンシャルのある

同一の中小企業のものでなければならない。 
 
「態度による証拠は証拠物件を通じて評価されるものであり、特定の評価を行

う必要はない」。 
 
レファレンス 符号  要素のタイトル 
３の３  E05103 マーケティングと営業に関連させて中小企業の改善シ

ステムを実施する。 
 
パフォーマンスの基準 
下記を満たしたものが合格者。 
 
１． 作成した改善プロポーザルの活動実施計画には責任分担と必要な資源が
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明記されている。 
２． 作成した活動のフォローアップリポートには計画に比較して達成された

成果が示されている。 
３． 作成した活動実施後の最終報告書には計画した活動と実施した結果、得

られた成果との比較、ならびに助言が記載されている。 
 
応用分野 
カテゴリー          クラス 
 
１．セクターの活動      －この資格にバリアントはない。 
 
パフォーマンスによる証拠 
 
成果による証拠 
１． 作成した改善プロポーザルの活動実施計画。 
２． 作成した活動フォローアップリポート。 
３． 作成した活動実施後最終報告書。 
 
知識の証拠 
 
態度による証拠 
イニシアチブ 
成果による証拠 
１． 作成した改善プロポーザルの活動実施計画。 
 
責任感 
成果による証拠 
１． 作成した活動実施後最終報告書。 
 
評価のための基本的方針 
１． 実際の事例を使いながら成果の歴史的証拠を用いて候補者はその技能を

証明することができる。ただし、同一のコンサルティング対象企業のも

のでなければならない。 
２． 評価用に提出される文書類もポテンシャルのある同一のコンサルティン

グ対象企業のものでなければならない。 
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「態度による証拠は証拠物件を通じて評価されるものであり、特定の評価を行

う必要はない」。 
 
 
符号      タイトル                    分類 
UCON1727.01 オペレーション（運営、生産管理）との関連において 特定 

中小企業の改善システムを調整する。 
 
ユニットの目的 
 
オペレーション（運営、生産管理）との関連において中小企業を診断し、改善

システムを決定して実施する役割を担うものの技能を証明できるパラメーター

を提供する。 
 
ユニットの構成要素 
 
レファレンス 符号  要素のタイトル 
 ３の１  E05104 オペレーション（運営、生産管理）との関連において中

小企業を診断する。 
 
パフォ－マンスの基準 
下記を満たしたものが合格者。 
 
１． 取得した中小企業の基本的補足情報にはオペレーション（運営、生産管

理）計画と戦略計画が内容する。 
２． 作成したオペレーションプロセスリポートには工程の流れの重点指標、

現行のオペレーションマニュアル、生産コストもしくは運営コスト、各

工程のタイム、設備能力と使用能力が記載されている。 
３． 作成した品質管理リポートには生産資材、副産物、人的資産、品質保証、

設備や作業用機器類、ツールなどが記載されている。 
４． 作成した作業環境リポートには不動産や人員の概観、安全と衛生に関す

る重点指標が記載されている。 
５． 作成した在庫リポートには在庫管理、記録システム、資材の購買、製品

保管状況、マテリアルハンドリング、在庫製品の廃棄対象度合い、期限

切れ、ダメージなどの重点指標が記載されている。 
６． 作成した設備の保全リポートには設備、機器や付帯施設の重点指標が記
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載されている。 
７． 作成した物流、配達リポートには納期計画、車両や運転手などの重点指

標が記載されている。 
８． 作成したオペレーション（運営、生産管理）の最終報告書には中小企業

の重点的諸指標分析結果と生産性の諸指標が示されている。 
 
 
応用分野 
カテゴリー          クラス 
 
１．情報           －この資格にバリアントはない。 
 
パフォーマンスによる証拠 
 
成果による証拠 
１． 中小企業の基本的補足情報。 
２． 作成したオペレーションプロセスのリポート。 
３． 作成した品質管理リポート。 
４． 作成した作業環境リポート。 
５． 作成した在庫リポート。 
６． 作成した設備保全リポート。 
７． 作成した物流、配達リポート。 
８． 作成したオペレーションの最終報告書。 
 
知識の証拠 
 
態度の証拠 
責任感 
成果による証拠 
１． 作成したオペレーションの最終報告書。 
 
秩序 
成果による証拠 
１． 作成した中小企業の生産性指標リポート。 
 
評価のための基本的方針 
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１． 提出された文書類はコンサルティングポテンシャルのある同一の中小企

業に属するものでなくてはならない。 
２． 成果の証拠を証明する必要がある場合には、候補者に対して証拠に関連

するアンケートを適用しなければならない。 
３． 評価は業務サイトにおいて、もしくはケーススタディーを用いて行う。 
 
「態度の証拠はパフォーマンスもしくは成果の証拠を通じて評価されるもので

あり、特定の評価を行う必要はない」。 
 
レファレンス 符号  要素のタイトル 
 ３の２  E05105 一中小企業のオペレーションに関連する改善システム

を定める。 
 
パフォーマンスの基準 
下記を満たしたものが合格者。 
 
１． 中小企業の課題解消プロポーザルにはそのオペレーションにおける重点

課題の指標、改善すべきポイント、活動計画、コスト対利益、プロポー

ザル実施のためのフィージビリティ調査などが内容する。 
２． 中小企業の改善すべきポイントの活動計画には期待できる成果、責任者、

タイムライン、進捗状況の指標、必要な資源、担当者など人員の研修プ

ログラムが内容する。 
 
応用分野 
カテゴリー          クラス 
 
１．改善システム       －この資格にバリアントはない。 
 
パフォーマンスによる証拠 
 
成果による証拠 
１． 中小企業の課題解消プロポーザル。 
２． 中小企業の改善すべきポイントの活動計画。 
 
知識の証拠 
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態度の証拠 
責任感 
成果による証拠 
１． 中小企業の課題解消プロポーザル。 
 
評価のための基本的方針 
１． 評価用に提出される文書類はコンサルティングポテンシャルのある同一

の中小企業に属するものでなくてはならない。 
２． 成果による証拠の証明が必要な場合には、候補者を対象に、証拠に関す

るアンケートを適用しなければならない。 
３． 評価は業務サイトで行う、もしくはケーススタディーを用いて行う。 
 
「態度の証拠は証拠物件を通じて評価されるものであり、特定の評価を行う必

要はない」。 
 
レファレンス 符号  要素のタイトル 
 ３の３  E05106  中小企業のオペレーションに関連する改善システムを

実施する。 
 
パフォーマンス基準 
下記を満たしたものが合格者。 
 
１． 中小企業のオペレーションに関連して実施された活動計画は課題解消プ

ロポーザルに整合する。 
２． 作成された活動進捗状況リポートは活動計画、発見された偏向、逸脱や

その是正に即している。 
３． 活動計画の変更などは記録され、責任者の承認も示されている。 
４． 得られた結果は合意されたオペレーションの課題解消プロポーザルと比

較されている。 
 
応用分野 
カテゴリー          クラス 
 
１．実施システム       －この資格にバリアントはない。 
 
パフォーマンスによる証拠 
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成果による証拠 
１． 中小企業のオペレーションにおいて実施された活動計画書。 
２． 進捗状況リポート。 
３． 実施された活動計画の変更。 
４． 得られた結果。 
 
知識の証拠 
 
態度の証拠 
秩序 
成果による証拠 
１． 中小企業のオペレーションにおいて実施された活動計画書。 
２． 得られた結果。 
 
評価のための基本的方針 
１． 評価用に提出される文書類はコンサルティングポテンシャルのある同一

の中小企業に属するものでなくてはならない。 
２． 成果の証拠を証明する必要がある場合には、候補者を対照に、証拠に関

するアンケートを適用しなければならない。 
３． 評価は業務サイトで行う、もしくはケーススタディーを用いて行う。 
「態度の証拠は証拠物件を通じて評価されるものであり、特定の評価を行う必

要はない」。 
 
 
符号       タイトル                   分類 
UCON1728.01 財務に関連させて中小企業の改善システムを調整する。 特定 
 
ユニットの目的 
 
財務に関連させて中小企業の改善システムを診断し、決定して実施する役割を

担う者の技能が証明できるパラメーターを提供する。 
 
ユニットの構成要素 
レファレンス 符号  要素のタイトル 
 ３の１  E05107 中小企業をその財務に関連させて診断する。 
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パフォ－マンスの基準 
下記を満たすものが合格者 
 
１． 収集した中小企業の基本的補足情報には生産事業、事務管理や財政の情

報が含まれている。 
２． 収集した中小企業の財務情報は基本的財務会計報告書に該当する。 
３． 作成した財務会計報告書（財源のソースとその応用状況）は一般的に受

諾されている会計原則（PCGA）広報 B12 に即している。 
４． 作成した生産コストと販売額の計算報告書は一般的に受諾されている会

計原理（PCGA）に即している。 
５． 企業の財務プロファイルは作成された活動の文書類と合致している。 
６． 作成した活動の文書類は財務分析手法に合致している。 
７． 財務診断報告書には企業の沿革、目標、実施した手続き、分析結果、結

論、基本的財務会計報告書とその付属書類が内容する。 
 
応用分野 
カテゴリー          クラス 
 
１．情報           －この資格にバリアントはない。 
 
パフォーマンスによる証拠 
 
成果による証拠 
１． 収集した中小企業の基本的補足情報。 
２． 収集した中小企業の財務情報。 
３． 作成した財務会計報告書（財源のソースと応用状況）。 
４． 作成した生産コストと販売額の算定報告書。 
５． 作成した企業の財務プロファイル。 
６． 作成した活動文書類。 
７． 財務診断報告書。 
 
知識の証拠 
 
態度の証拠 
責任感 
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成果による証拠 
１． 作成した財務会計報告書（財源のソースと応用状況）。 
２． 作成した生産コストと販売額の算定報告書 
 
評価のための基本的方針 
１． 評価用に提出される文書類はコンサルティングポテンシャルのある同一

の中小企業に属するものでなくてはならない。 
２． 成果の証拠を証明する必要がある場合には、候補者を対象に、証拠に関

するアンケートを適用しなければならない。 
３． 知識の証拠は中小企業の活動を考慮して評価しなければならない。 
４． 評価は業務サイトで行う、もしくはケーススタディーを用いて行う。 
 
「態度の証拠は証拠物件を通じて評価されるものであり、特定の評価を行う必

要はない」。 
 
レファレンス 符号  要素のタイトル 
 ３の２  E05108 財務に関連させて中小企業の改善システムを定める。 
 
パフォーマンスの基準 
下記を満たしたものが合格者 
 
１． 財務に関連させた中小企業の課題解消プロポーザルには企業の財務現況、

課題解消の選択肢、成功のための要因、活動計画と顧客の承諾サインが

示されている。 
２． 財務に関連させた中小企業の課題解消プロポーザルはコンサルタントサ

ービスを認可する企業責任者に対して紹介（プレゼンテーション）する。 
３． 活動計画には財務プロポーザルを実施するニーズと重点ルート、ワーク

チームなどが内容する。 
 
応用分野 
カテゴリー          クラス 
 
１．決定する。         －この資格にバリアントはない。 
 
パフォーマンスによる証拠 
１． 財務に関連させた中小企業の課題解消プロポーザルプレゼンテーション。 
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成果による証拠 
１． 財務に関連させた中小企業の課題解消プロポーザル。 
２． 活動計画書。 
 
知識の証拠 
 
態度の証拠 
責任感 
パフォーマンスによる証拠 
１． 中小企業の財務に関連する課題解消プロポーザルのプレゼンテーション。 
 
評価のための基本的方針 
１． 評価用に提出される文書類はコンサルティングポテンシャルのある同一

の中小企業に属するものでなくてはならない。 
２． 成果の証拠を証明する必要がある場合には、候補者を対象に証拠に関す

るアンケートを適用しなければならない。 
３． 評価は業務サイトで行う、もしくはケーススタディーを用いて行う。 
 
「態度の証拠は証拠物件を通じて評価されるものであり、特定の評価を行う必

要はない」。 
 
レファレンス 符号  要素のタイトル 
 ３の３  E05109 財務に関連させて中小企業の改善システムを実施する。 
 
パフォーマンスの基準 
下記を満たしたものが合格者 
 
１． 実施した活動計画は課題解消プロポーザルに適応している。 
２． 作成した活動進捗状況リポートは活動計画と発見された偏向、逸脱やそ

の是正などと合致している。 
３． 提出した成果報告書には合意された財務課題解消プロポーザルと活動進

捗状況リポートとの整合性が見られる。 
 
応用分野 
カテゴリー          クラス 
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１．実施           －この資格にはバリアントがない。 
 
パフォーマンスによる証拠 
 
成果による証拠 
１． 実施された活動計画書。 
２． 作成した活動進捗状況リポート。 
３． 提出した結果報告書。 
 
知識の証拠 
 
態度の証拠 
責任感 
成果による証拠 
１． 実施された活動計画書 
２． 提出した結果報告書 
 
評価のための基本的方針 
１． 評価用に提出される文書類はコンサルティングポテンシャルのある同一

の中小企業に属するものでなくてはならない。 
２． 成果の証拠を証明する必要がある場合には、候補者を対象に、証拠に関

するアンケートを適用しなければならない。 
３． 評価は業務サイトで行う、もしくはケーススタディーを用いて行う。 
 
「態度の証拠は証拠物件を通じて評価されるものであり、特定の評価を行う必

要はない」。 
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（翻訳説明：各ページのヘッダーとして下記が審議会のロゴタイプと共に記さ

れており同様に脚注として著作権に関する下の記述も各ページに

ある）。 

Conocer 職業技能基準化認定国家審議会 
職業技能認定技術基準 

 
© 著作権 ナショナルフィナンシエラ S.N.C.職業技能基準化システムおよび

職業技能認定信託基金の信用発行機関、無料配布 
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